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小
河
の
会
戦
と
安
順
侯
脱
火
赤

│
「
成
祖
四
駿
図
」
に
よ
せ
て

│

Battle of X
iaohe and Aanshun M

arquis Tohkochi

川

越

泰

博

要　
　
　

旨

モ
ン
ゴ
ル
人
の
脱
火
赤
（
薛
貴
）
は
、
燕
山
右
護
衛
の
舎
人
の
身
分
で
燕
王
軍
に
加
わ
り
、
幸
い
に
材
武
に
恵
ま
れ
て
軍
歴
を
重
ね
て
い
き
、
晩

年
に
は
侯
爵
に
列
せ
ら
れ
た
。
た
だ
、
薛
貴
が
安
順
侯
と
い
う
栄
爵
を
保
持
し
え
た
の
は
、
わ
ず
か
五
年
と
い
う
短
い
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
宣
徳

五
年
（
一
四
三
〇
）
三
月
に
発
病
し
て
没
し
た
の
で
あ
る
。
死
後
、
浜
国
公
に
追
封
さ
れ
、
忠
壮
と
諡
さ
れ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
靖
難
の
役
の

最
中
に
燕
王
が
騎
乗
し
た
御
馬
四
匹
の
駿
馬
を
描
い
た
「
成
祖
四
駿
図
」
に
よ
せ
て
、
小
河
の
会
戦
時
、
燕
王
騎
乗
の
棗
騮
の
部
位
の
あ
ち
こ
ち
に

突
き
刺
さ
っ
た
箭
を
、
自
己
騎
乗
の
馬
か
ら
下
り
て
す
ば
や
く
棗
騮
か
ら
抜
き
、
そ
の
人
馬
一
体
の
驚
倒
を
防
ぎ
、
兵
馬
倥
傯
と
化
し
た
戦
場
で
の

燕
王
の
危
機
を
救
っ
た
薛
貴
の
そ
の
後
の
軍
歴
を
考
察
し
て
、
安
順
侯
の
勲
爵
を
得
る
ま
で
の
過
程
を
辿
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

『
万
暦
野
獲
編
』、
靖
難
の
役
、
棗
騮
、
薛
貴
、
浜
国
公
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は
じ
め
に

山
東
東
阿
県
（
現
山
東
省
聯
城
市
）
の
人
で
あ
る
于
慎
行
（
字
可
遠
、
又
字
無
垢
）
は
、
隆
慶
二
年
戊
辰
科
（
一
五
六
八
）
に
第
二
甲
で

合
格
し
た
。
于
慎
行
の
生
誕
は
嘉
靖
二
十
四
年
（
一
五
四
五
）
で
あ
る
か
ら
、
二
十
四
歳
の
若
さ
で
進
士
に
及
第
し
た
こ
と
に
な
る
。

庶
吉
士
・
翰
林
院
編
修
を
振
り
出
し
に
官
歴
を
累
ね
、
万
暦
十
七
年
（
一
五
八
九
）
七
月
か
ら
十
九
年
（
一
五
九
一
）
九
月
ま
で
の
ほ
ぼ

二
年
間
、
礼
部
尚
書
を
務
め
た
。
そ
の
間
、
幾
度
も
骸
骨
を
乞
う
た
が
、
そ
の
都
度
神
宗
は
そ
れ
を
退
け
た
。
そ
れ
が
よ
う
や
く
允
可

さ
れ
た
の
は
万
暦
十
九
年
（
一
五
九
一
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
か
ら
十
七
年
後
の
万
暦
三
十
五
年
（
一
六
〇
七
）

五
月
に
は
再
度
召
さ
れ
、
東
閣
大
学
士
を
拝
命
し
、
機
務
に
関
わ
っ
た
が
、
そ
の
半
年
後
の
同
年
十
二
月
に
死
去
し
た
。
享
年
六
十
三

歳
で
あ
っ
た）

1
（

。

于
慎
行
は
礼
部
尚
書
を
退
任
し
て
、
再
辟
に
よ
っ
て
閣
臣
に
な
る
ま
で
の
十
七
年
の
間
家
居
し
て
い
た
と
き
、
読
書
と
著
述
に
専
心

し
た
。
以
下
に
引
用
す
る
『
穀
山
筆
麈
』
は
、
こ
の
時
期
に
も
の
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
当
該
書
は
、
主
に
万
暦
以
前
の
典
章
、
人

物
、
兵
刑
、
財
賦
、
礼
楽
、
釈
道
、
辺
塞
の
諸
事
等
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
就
中
、
嘉
靖
・
隆
慶
・
万
暦
期
の
朝
廷
内
閣
や
官

界
、
士
大
夫
を
始
め
、
社
会
経
済
文
化
の
諸
狀
況
の
記
載
は
、
于
慎
行
が
直
接
目
睹
耳
聞
し
た
こ
と
が
多
く
、
明
代
史
の
研
究
に
お
い

て
は
甚
だ
有
益
な
価
値
を
有
す
る
史
書
と
い
え
る
。

さ
て
、
そ
の
『
穀
山
筆
麈
』
は
巻
二
、
記
述
二
に
お
い
て
、「
成
祖
四
駿
図
」
な
る
絵
画
を
紹
介
し
、
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【
史
料
1
】

丙
子
、
上
、
宮
中
に
お
い
て
成
祖
四
駿
図
を
検
得
し
、
以
て
相
君
に
賜
う
。
四
駿
者
は
成
祖
の
兵
を
用
い
る
に
乗
る
所
な
り
。
相

君
、
題
咏
を
為
し
て
之
を
奏
す
。
上
悅
び
、
金
を
賜
う
。
已
に
又
成
祖
騶
虞
の
手
卷
一
幅
を
検
し
て
相
君
に
賜
う
。
相
君
、
之
も

内
閣
に
蔵
す
。
図
中
に
一
時
に
公
卿
儒
者
、
皆
な
題
咏
す
る
こ
と
有
り
、
翰
墨
甚
だ
精
し
。
内
閣
に
賜
る
者
一
小
卷
。
仍
お
一
卷

有
り
。
長
さ
数
丈
許
り
、
文
華
後
殿
に
鋪し

く
に
，
僅
か
に
し
て
乃
ち
巻
を
竟お

ゆ
。
此
れ
則
ち
之
を
府
に
蔵
す
。

と
述
べ
て
い
る
。

丙
子
は
万
暦
四
年
（
一
五
七
六
）、
相
君
は
宰
相
の
敬
称
で
あ
る
。
明
代
に
お
い
て
宰
相
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
内
閣
大
学
士
の
序
列
の

中
で
ト
ッ
プ
を
し
め
る
首
輔
の
こ
と
を
い
い
、
当
時
の
首
輔
は
張
居
正
で
あ
っ
た）

2
（

。

【
史
料
1
】
に
よ
る
と
、
神
宗
万
暦
帝
は
、
宮
中
に
お
い
て
発
見
し
た
「
成
祖
四
駿
図
」
を
張
居
正
に
下
賜
し
た
。
張
居
正
が
こ
れ

に
題
詠
を
つ
け
て
神
宗
に
上
呈
し
た
と
こ
ろ
、
上
覧
し
た
神
宗
が
た
い
そ
う
喜
び
、
金
を
賜
っ
た
と
い
う
。

四
駿
と
は
成
祖
永
楽
帝
が
靖
難
の
役
の
最
中
に
騎
乗
し
た
四
頭
の
御
馬
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
描
い
た
絵
が
い
わ
ゆ
る
「
成
祖
四
駿

図
」
で
あ
る
。
張
居
正
は
、「
成
祖
の
四
駿
」
と
い
う
題
に
も
と
づ
い
て
詩
歌
を
作
っ
た
の
で
あ
る
が
、『
穀
山
筆
麈
』
の
記
述
で
は
、

四
駿
の
具
体
的
な
名
称
は
不
明
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、『
神
宗
実
録
』
万
暦
四
年
五
月
戊
午
の
条
に
、『
穀
山
筆
麈
』
の
記
述
と
照
応
す
る
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
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【
史
料
2
】

上
、
成
祖
文
皇
帝
四
駿
図
を
出
し
、
輔
臣
張
居
正
に
命
じ
て
題
咏
せ
し
む
。
四
駿
は
皆
な
靖
難
の
時
乗
る
所
に
し
て
、
龍
駒
は
鄭

村
壩
に
戦
い
、
黃
馬
は
白
溝
河
に
戦
い
、
棗
騮
は
小
河
に
戦
い
、
赤
免
は
霊
璧
に
戦
う
。
皆
な
流
矢
に
中
る
も
矢
を
抽
き
だ
し
、

復
た
戦
い
遂
に
大
捷
す
。
是
に
至
り
て
、
居
正
恭
し
く
題
し
以
て
進
む
。
上
覽
す
る
や
嘉
悅
し
、
銀
八
宝
銀
豆
各
々
二
十
両
を
賜

う
。
蓋
し
上
、
祖
宗
の
創
造
艱
難
の
迹
に
心
を
留
む
る
こ
と
此
の
如
し
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
穀
山
筆
麈
』
の
記
述
中
の
不
明
な
部
分
が
幾
分
明
確
に
な
る
。【
史
料
2
】
の
記
述
に
よ
っ

て
、
成
祖
、
当
時
は
燕
王
で
あ
っ
た
永
楽
帝
が
洪
武
三
十
二
年
（
一
三
九
九
）
七
月
に
挙
兵
し
て
起
き
た
靖
難
の
役
に
お
い
て
騎
乗
し

た
駿
馬
は
、
龍
駒
・
黄
馬
・
棗そ

う
り
ゅ
う騮・
赤
免
の
四
駿
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
燕
王
は
各
会
戦
で
こ
の
四
駿
に
騎
乗
し
、
龍
駒
に
は

鄭
村
壩
に
戦
い
に
お
い
て
、
黄
馬
に
は
白
溝
河
に
戦
い
に
お
い
て
、
棗
騮
に
は
小
河
に
戦
い
に
お
い
て
、
そ
し
て
霊
璧
の
戦
い
に
お
い

て
は
赤
免
に
騎
乗
し
て
指
揮
を
揮
い
、
建
文
政
権
軍
と
戦
っ
た
の
で
あ
る
。

燕
王
が
騎
乗
し
た
四
頭
の
こ
れ
ら
の
駿
馬
は
、
い
ず
れ
も
会
戦
中
に
敵
方
の
流
矢
に
中
っ
た
が
、
そ
の
矢
を
抜
い
て
戦
い
、
そ
の
後

も
戦
闘
に
参
加
し
た
と
い
う
。
燕
王
が
騎
乗
し
た
御
馬
が
会
戦
の
た
び
傷
を
負
っ
た
の
は
、
燕
王
自
ら
が
士
卒
の
先
頭
に
立
っ
て
敵
陣

に
切
り
込
ん
で
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
、
二
〇
〇
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
中
国
明
朝
档
案
総
匯
』（
以
下
、『
明
朝
档
案
』
と
略
称
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る

全
一
〇
二
冊
の
衛
選
簿
を
基
本
史
料
と
し
て
、
現
在
靖
難
の
役
期
に
お
け
る
燕
王
軍
の
研
究
を
進
め
て
い
る
が）

3
（

、
そ
の
折
り
に
、
た
ま

た
ま
本
史
料
集
第
五
〇
冊
に
収
録
の
『
金
吾
右
衛
選
簿
』
薛
天
爵
の
条
に
、
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【
史
料
3
】

薛
佑
、
昌
平
県
の
人
。
高
伯
祖
薛
貴
、・
・
・
三
十
四
年
、
西
水
寨
に
て
指
揮
同
知
に
陞
せ
ら
れ
、
駕
に
当
随
す
。
小
河
橋
に
て

敵
対
し
て
戦
い
、
馬
に
着
箭
す
る
や
、
下
馬
し
て
抜
箭
す
る
の
功
有
り
、
都
指
揮
同
知
に
陞
せ
ら
れ
る
。
三
十
五
年
、
渡
江
の
奇

功
も
て
都
指
揮
使
に
陞
せ
ら
る
。

と
記
述
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
出
合
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
中
の
「
小
河
橋
敵
対
戦
、
馬
着
箭
、
下
馬
抜
箭
有
功
」
の
部
分
が
難
解

で
、
こ
の
一
節
は
い
か
な
る
状
況
を
表
し
て
い
る
の
か
、
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
氷
解
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
偶
々
上
記
【
史
料
2
】
の
『
神
宗
実
録
』
万
暦
四
年
五
月
戊
午
の
条
の
記
述
を
み
つ

け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
【
史
料
2
】
と
【
史
料
3
】
の
『
金
吾
右
衛
選
簿
』
の
記
述
と
を
突
き
合
わ
せ
た
結
果
、
小
河
の
戦
い
で

敵
方
の
箭
が
刺
さ
っ
た
燕
王
騎
乗
馬
は
棗
騮
で
、
そ
の
箭
を
抜
い
た
の
は
自
分
の
馬
か
ら
降
り
て
駆
け
つ
け
た
薛
貴
を
指
す
も
の
と
み

な
し
て
も
詿
誤
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
量
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

薛
貴
は
、
こ
の
後
、
燕
王
軍
が
長
江
を
渡
り
、
南
京
城
を
陥
落
さ
せ
、
永
楽
政
権
が
成
立
す
る
と
、
都
指
揮
使
司
の
都
指
揮
使
に
陞

進
し
た
。
そ
の
後
も
成
祖
の
モ
ン
ゴ
ル
遠
征
に
従
行
し
、
安
順
伯
に
封
爵
さ
れ
た
。
さ
ら
に
宣
宗
宣
徳
帝
は
薛
貴
を
安
順
伯
か
ら
安
順

侯
に
進
爵
し
て
い
る
。
こ
の
薛
貴
の
素
性
を
い
え
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
出
身
の
軍
人
で
、
旧
名
を
脱
火
赤
と
い
い
、
靖
難
の
役
に
際
会
し
チ

ャ
ン
ス
を
得
た
こ
と
で
累
陞
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
名
は
歴
史
辞
典
等
に
全
く
著
録
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
明
代
史

に
か
な
り
な
関
心
が
あ
る
人
で
も
、
そ
の
名
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
人
は
甚
だ
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
靖
難
の
役
期
の
燕
王
軍
研
究
の
一
齣
と
し
て
、
小
河
の
会
戦
と
薛
貴
（
脱
火
赤
）
と
の
関
わ
り
、
そ
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し
て
そ
の
後
の
薛
貴
の
軍
歴
に
関
し
て
少
し
く
考
究
す
る
こ
と
と
し
た
。
以
下
は
、
そ
の
検
討
結
果
の
報
告
で
あ
る
。

一　

小
河
の
会
戦

「
は
じ
め
に
」
で
は
、【
史
料
2
】
と
【
史
料
3
】
と
に
よ
っ
て
、
燕
王
が
騎
乗
し
て
い
た
御
馬
棗
騮
が
小
河
の
戦
い
の
最
中
に
敵
陣

の
矢
を
受
け
、
そ
の
矢
を
抜
き
出
し
た
の
が
薛
貴
で
あ
る
と
推
測
し
た
が
、
そ
の
後
、
史
料
を
繙
読
す
る
過
程
で
、
そ
の
推
測
が
決
し

て
錯
誤
で
な
い
こ
と
を
証
拠
立
て
る
決
定
的
な
記
述
を
み
い
だ
し
た
。
そ
れ
は
、
沈
徳
符
が
自
ら
見
聞
し
た
万
暦
年
間
の
様
々
な
事
柄

を
具
体
的
に
叙
述
し
た
『
万
暦
野
獲
編
』
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
沈
徳
符
は
、
浙
江
嘉
興
府
秀
水
県
（
現
浙
江
省
嘉
興
市
）
の
人
で
、
万

暦
六
年
（
一
五
七
八
）
に
生
ま
れ
、
崇
禎
十
四
年
（
一
六
四
二
）
に
没
し
て
い
る
。
当
該
書
は
、
正
編
二
〇
巻
（
万
暦
三
十
四
年
〔
一
六
〇

六
〕）、
続
編
一
二
巻
（
万
暦
四
十
七
年
〔
一
六
一
九
〕）
か
ら
な
る
。
そ
の
巻
一
、
列
朝
、
先
朝
四
駿
に
、

【
史
料
4
】

今
上
、
丙
子
、
内
府
旧
蔵
の
文
皇
靖
難
の
時
乗
り
し
所
の
四
駿
図
を
出
し
、
輔
臣
張
居
正
等
に
命
じ
て
恭
し
く
題
せ
し
む
。
其
の

一
は
龍
駒
と
曰
う
。
鄭
邨
壩
の
大
戦
に
て
胸
膛
に
一
箭
を
着
く
。
都
指
揮
丑
丑
、
箭
を
抜
く
。
其
の
二
は
赤
兔
と
曰
う
。
白
溝
河

の
大
戦
に
て
、
胸
膛
に
一
箭
を
着
く
。
都
指
揮
亞
失
帖
木
、
箭
を
抜
く
。
三
は
棗
騮
と
曰
う
。
小
河
の
大
戦
に
て
胸
膛
に
一
箭

し
、
後
の
両
曲
池
に
一
箭
す
。
安
順
侯
脱
火
赤
、
箭
を
抜
く
。
四
は
に
黃
馬
と
曰
う
。
霊
璧
県
の
大
戦
に
て
、
後
の
曲
池
に
一
箭

を
着
く
。
指
揮
雞
兒
、
箭
を
抜
く
。
以
上
の
箭
を
抜
く
四
人
は
倶
に
夷
の
名
に
し
て
、
文
皇
收
む
る
所
の
虜
中
の
驍
卒
な
り）

4
（

。
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と
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
燕
王
は
小
河
の
会
戦
の
際
、
騎
乗
し
て
い
た
棗
騮
が
胸
膛
に
一
箭
、
後
の
両
曲
池
に
一
箭
を
受
け
、
そ
れ
を
取
り

除
い
た
の
が
、
安
順
侯
脱
火
赤
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
棗
騮
が
箭
を
受
け
た
部
位
は
、
胸
膛
と
後
の
両
曲
池
で
あ
っ
た
と
い
う
。
胸

膛
は
胸
も
膛
も
む
ね

0

0

を
意
味
す
る
。
曲
池
の
曲
は
曲
が
っ
て
い
る
こ
と
を
い
い
、
池
は
肘
関
節
に
陥
凹
が
で
き
る
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら

れ
た
も
の
で
、
人
間
の
場
合
は
、
上
腕
骨
外
側
あ
た
り
を
指
す
。
こ
れ
を
馬
匹
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
燕
王
騎
乗
御
馬
の
棗
騮
が
箭
を
受

け
た
部
位
は
、
む
ね
に
一
本
、
後
ろ
の
両
足
の
膝
関
節
周
辺
に
そ
れ
ぞ
れ
一
本
ず
つ
、
計
三
本
の
箭
が
刺
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
い
ち
早
く
気
づ
い
た
安
順
侯
脱
火
赤
は
、
自
分
の
馬
か
ら
下
り
て
、
そ
の
三
本
の
箭
を
す
ば
や
く
抜
い
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
棗
騮
が
戦
い
の
場
か
ら
脱
落
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
み
え
る
安
順
侯
脱
火
赤
は
、
次

節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
薛
貴
の
旧
名
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
【
史
料
4
】
が
脱
火
赤
と
し
、【
史
料
3
】
は
薛
貴
と
し
て
も
、

そ
れ
は
別
人
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、【
史
料
2
】・【
史
料
3
】・【
史
料
4
】
は
、
棗
騮
に
関
す
る
同
一
の
状
況
に
つ

い
て
、
相
互
に
補
完
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
燕
王
軍
と
建
文
政
権
軍
が
激
突
し
た
小
河
の
会
戦
が
起
き
た
の
は
、
洪
武
三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
四
月
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
の
戦
い
で
は
、
他
地
域
で
の
会
戦
に
比
べ
る
と
、
燕
王
軍
側
で
も
割
合
多
く
の
陣
亡
者
が
出
た
。
燕
王
軍
は
建
文
政
権

軍
に
苦
戦
し
た
の
で
あ
る）

5
（

。
燕
王
は
陳
文
や
王
真
と
い
っ
た
部
将
を
失
っ
た
。
そ
の
上
に
、
勢
い
に
の
っ
た
平
安
が
燕
王
の
本
陣
を
目

指
し
て
突
入
し
て
く
る
と
、
そ
の
突
き
出
し
た
矛
先
が
も
う
少
し
で
燕
王
の
身
に
届
き
そ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
防
い
だ
の
は
番
騎
の

王
騏
で
、
こ
の
王
騏
が
馬
を
躍
ら
せ
て
両
者
の
間
に
割
っ
て
入
り
、
燕
王
を
腋
に
抱
え
て
逃
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。
王
騏
の
勇
猛
果
敢

な
助
け
が
な
け
れ
ば
、
燕
王
は
命
の
ほ
ど
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
の
で
あ
る）

6
（

。
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燕
王
軍
に
と
っ
て
敗
色
濃
厚
で
あ
っ
た
小
河
の
会
戦
で
あ
る
が
、
そ
の
会
戦
は
、
こ
の
小
河
と
い
う
河
川
の
流
域
の
ど
こ
で
行
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
燕
王
軍
・
建
文
政
権
軍
双
方
と
小
河
の
会
戦
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
言
及
す
る
こ

と
が
あ
っ
た
が）

7
（

、
そ
の
会
戦
の
場
所
に
つ
い
て
紙
幅
を
割
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
節
に
お
い
て
は
、
当
該
会

戦
は
小
河
流
域
の
ど
こ
の
地
点
で
起
き
た
の
か
、
そ
の
こ
と
の
解
明
か
ら
始
め
た
い
。

最
初
に
、
李
賢
等
の
手
に
よ
っ
て
天
順
五
年
（
一
四
六
一
）
に
完
成
し
た
『
大
明
一
統
志
』
巻
一
三
、
淮
安
府
、
山
川
に
は
、
小
河

に
つ
い
て
、

【
史
料
5
】

小
河　

睢
寧
県
治
の
北
に
在
り
、
源
は
汴
水
よ
り
し
、
宿
州
を
経
て
県
界
に
入
り
黄
河
と
合
す
。

と
あ
り
、
水
源
は
河
南
の
汴
水
で
、
そ
こ
か
ら
宿
州
を
経
て
睢
寧
県
に
入
り
、
黄
河
に
注
い
だ
と
い
う
。
宿
州
（
安
徽
省
宿
州
市
）
は

明
代
に
お
い
て
は
南
直
隷
鳳
陽
府
宿
州
、
睢
寧
県
（
江
蘇
省
徐
州
市
）
は
南
直
隷
淮
安
府
邳
州
の
属
県
で
あ
っ
た
。
邳
州
は
属
県
を
二

県
を
領
し
て
お
り
、
も
う
一
県
は
宿
遷
県
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
洪
武
十
五
年
（
一
三
八
二
）
に
鳳
陽
府
か
ら
来
属

し
た
県
で
あ
る）

8
（

。
鳳
陽
府
の
関
連
で
い
え
ば
、
同
書
巻
七
、
中
都
、
鳳
陽
府
、
山
川
に
は
、

【
史
料
6
】

濉
水　

宿
州
の
北
二
十
里
に
在
り
、
今
の
名
は
小
河
。
源
は
河
南
夏
邑
県
白
河
に
出
て
東
流
し
て
清
河
口
に
至
り
淮
に
入
る
。
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と
あ
り
、
濉す

い
す
い水

の
今
名
を
小
河
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
明
史
』
巻
四
〇
、
地
理
志
一
、
鳳
陽
府
宿
州
に
、

【
史
料
7
】

北
に
睢
河
有
り
、
河
南
永
城
県
よ
り
流
入
し
、
下
流
し
て
宿
遷
県
に
至
り
淮
に
合
す
、
亦
小
河
と
い
う
な
り
。

と
記
さ
れ
て
い
て
、
睢す
い
が河

の
別
名
を
小
河
と
し
て
い
る
。
睢
河
（
睢
水
）
と
濉
水
（
濉
河
）
と
は
同
一
の
河
川
で
あ
り
、
こ
の
睢
河
（
睢

水
）
に
つ
い
て
、
江
蘇
常
州
府
無
錫
県
（
現
江
蘇
省
無
錫
市
）
の
人
で
あ
る
清
・
顧
祖
禹
（
崇
禎
四
年
〔
一
六
三
一
〕
│
康
煕
三
十
一
年
〔
一

六
九
二
〕）
の
『
読
史
方
輿
紀
要
』
巻
二
一
、
江
南
三
、
鳳
陽
府
、
宿
州
、
霊
璧
県
に
は
、

【
史
料
8
】

睢
水　

県
の
北
六
十
里
に
在
り
、
宿
州
よ
り
流
れ
て
境
に
入
る
。
亦
、
之
を
小
河
と
謂
う
。
又
、
東
し
て
睢
寧
県
界
に
入
る
。
明

の
建
文
三
年
、
何
福
、
燕
兵
を
此
に
敗
る
。
是
の
時
、
燕
師
、
久
し
く
斉
眉
山
に
駐
す
。
暑
雨
に
し
て
疾
疫
多
し
。
諸
将
曰
く
、

小
河
の
東
は
、
地
平
衍
に
し
て
、
士
馬
休
息
す
べ
し
。
請
う
、
退
き
て
此
に
屯
せ
ん
こ
と
を
、
と
。
王
、
不
可
と
し
、
乃
ち
止
む
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
小
河
で
燕
王
軍
を
敗
っ
た
何
福
は
建
文
政
権
軍
の
都
督
で
あ
る）

9
（

。
睢
水
は
宿
州
の
属
県
で
あ
る
霊
璧
県
の
北
六
〇

里
に
あ
る
と
い
う
。
明
代
の
一
里
は
五
五
九
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
か
ら
、
睢
水
（
濉
水
）
は
霊
璧
県
治
の
お
よ
そ
北
三
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
流
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
霊
璧
県
の
四
域
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
【
史
料
8
】
の
記
述
の
前
に
、
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【
史
料
9
】

州
の
東
百
二
十
里
、
東
北
は
邳
州
睢
寧
県
に
至
る
こ
と
百
五
十
里
、
西
北
は
徐
州
蕭
県
に
至
る
こ
と
二
百
二
十
里
。

と
み
え
る
の
で
、
東
北
は
邳
州
睢
寧
県
に
、
西
北
は
徐
州
蕭
県
に
接
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

霊
璧
県
は
そ
の
よ
う
な
位
置
に
立
地
し
て
い
た
の
で
、【
史
料
5
】・【
史
料
8
】
に
み
え
る
ご
と
く
、
県
治
の
北
お
よ
そ
三
四
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を
位
置
す
る
睢
水
の
河
流
は
、
宿
州
霊
璧
県
を
経
て
東
流
し
、
東
北
の
邳
州
睢
寧
県
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

【
史
料
8
】
に
み
え
る
睢
水
の
記
述
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
建
文
政
権
軍
の
何
福
が
燕
王
軍
を
小
河
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
睢
水
に

お
い
て
敗
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
燕
王
・
建
文
両
軍
が
激
突
し
た
の
は
霊
璧
県
付
近
の
小
河
（
睢

水
・
濉
水
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
小
河
の
会
戦
が
あ
っ
た
の
は
、
建
文
三
年
（
一
四
〇
一
）
で
は
な
く
、
四
年

（
一
四
〇
二
）
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
て
、『
読
史
方
輿
紀
要
』
の
繫
年
は
謬
り
で
あ
る
。
燕
王
は
、
靖
難
の
役
に
勝
利
し
て
即
位
す
る
と
、

建
文
帝
の
年
号
は
革
除
し
、
そ
の
ま
ま
従
前
の
洪
武
を
年
号
と
し
て
使
用
し
た
の
で
、
建
文
四
年
（
一
四
〇
二
）
は
洪
武
三
十
五
年
に

当
た
る
。
靖
難
の
役
の
終
息
は
、
こ
の
建
文
四
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
四
月
の
時
点
で
は
、
燕
王
軍
は
す
で
に
淮
北
の
宿
州
ま

で
進
軍
し
て
き
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
小
河
の
会
戦
が
同
年
の
四
月
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
諸
史
料
の
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
太
宗

実
録
』
奉
天
靖
難
事
蹟　

建
文
四
年
四
月
丙
寅
の
条
に
は
、

【
史
料
10
】

我
軍
、
敵
を
綴と

ど

め
て
小
河
に
至
る
。
上
、
諸
将
に
諭
し
て
曰
く
、
敵
勢
窘
迫
し
、
必
ず
一
戦
を
求
め
ん
と
す
。
我
、
険
に
拠
り
之
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を
待
ち
、
進
め
ば
則
ち
其
の
吭の

ど

を
搤し

め
、
退
け
ば
則
ち
其
の
背
に
拊
か
し
む
。
彼
、
必
ず
狼
狽
せ
ん
。
乃
ち
陳
文
を
し
て
河
の
衝

要
の
処
に
橋
を
為
し
、
先
ず
步
軍
・
輜
重
を
度
ら
し
、
騎
兵
は
之
に
随
い
、
遂
に
分
ち
て
橋
を
守
ら
し
め
ん
、
と
。

と
あ
る
の
で
、
四
月
丙
寅
す
な
わ
ち
四
月
十
四
日
に
は
小
河
の
北
に
到
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
小
河
で
燕
王
軍

と
建
文
政
権
軍
と
が
激
突
し
た
。
こ
の
と
き
、
燕
王
軍
は
小
河
の
北
に
、
建
文
政
権
軍
は
小
河
の
南
に
布
陣
し
、
対
峙
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
燕
王
軍
は
そ
の
小
河
を
押
し
渡
っ
て
小
河
の
南
に
進
軍
し
よ
う
と
し
、
建
文
政
権
軍
は
そ
の
進
軍
を
阻
も
う
と
必
死
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
小
河
の
渡
河
に
成
功
す
れ
ば
、
燕
王
軍
は
た
ち
ま
ち
淮
河
流
域
に
ま
で
接
近
で
き
る
。

淮
水
の
別
称
を
も
つ
淮
河
は
、
も
と
も
と
華
北
と
華
南
の
境
界
線
で
あ
っ
た
が
、
金
と
南
宋
の
対
立
時
代
の
紹
興
十
二
年
（
一
一
四

二
）
に
締
結
さ
れ
た
和
約
（
紹
興
の
和
と
い
う
）
で
国
境
線
と
さ
れ
た
河
川
で
、
こ
こ
を
越
え
れ
ば
長
江
流
域
の
エ
リ
ア
に
入
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
淮
河
渡
河
は
、
燕
王
軍
が
長
江
流
域
に
軍
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
そ
の
成
否
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る）

10
（

。
そ
の
よ
う
な

軍
事
的
転
回
点
を
引
き
出
す
前
哨
戦
と
な
っ
た
の
が
小
河
の
会
戦
で
あ
っ
た
。
小
河
渡
河
は
、
か
か
る
戦
略
的
重
要
性
を
帯
び
て
い
た

の
で
、
燕
王
軍
・
建
文
政
権
軍
双
方
と
も
強
力
な
兵
力
を
集
中
し
、
激
突
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
前
掲
『
読
史
方
輿
紀
要
』
の
【
史
料
8
】
中
に
み
え
る
Ａ
「
何
福
、
燕
兵
を
此
に
敗
る
。」
と
Ｂ
「
是
の
時
、
燕
師
、

久
し
く
、
斉
眉
山
に
駐
す
。
暑
雨
に
し
て
疾
疫
多
し
。
諸
将
曰
く
、
小
河
の
東
は
、
地
平
衍
に
し
て
、
士
馬
休
息
す
べ
し
。
請
う
、
退

き
て
此
に
屯
せ
ん
こ
と
を
、
と
」
い
う
記
述
で
あ
る
が
、
Ａ
は
『
明
史
』
巻
四
、
恭
閔
本
紀
に
、

夏
四
月
丁
卯
、
何
福
・
平
安
、
燕
兵
を
小
河
に
敗
り
、
其
の
将
陳
文
を
斬
る
。
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と
あ
る
の
に
、
Ｂ
は
同
じ
く
『
明
史
』
巻
五
、
成
祖
本
紀
一
に
、

甲
戌
、
大
い
に
斉
眉
山
の
下
に
戦
う
。
時
に
燕
、
連
り
に
大
将
を
失
う
。
淮
土
、
盛
暑
に
し
て
蒸
湿
な
り
。
諸
将
、
軍
を
小
河
の

東
に
休
め
ん
こ
と
を
請
う
。

と
あ
る
の
に
各
々
照
応
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
Ａ
と
照
応
す
る
前
者
の
記
述
中
の
「
四
月
丁
卯
」
は
四
月
十
五
日
、
Ｂ
と
照
応
す
る

「
甲
戌
」
は
二
十
二
日
に
あ
た
る
。
こ
の
間
、
一
週
間
の
時
間
の
経
過
が
あ
る
。『
明
史
』
巻
五
、
成
祖
本
紀
一
は
無
論
の
こ
と
、『
太

宗
実
録
』
奉
天
靖
難
事
蹟
、
建
文
四
年
四
月
の
条
に
お
い
て
も
、
こ
の
一
週
間
の
間
の
記
述
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
小
河
の
会
戦

は
四
月
十
五
日
の
一
日
で
決
着
が
つ
い
た
の
で
は
な
く
、
四
月
二
十
二
日
に
斉
眉
山
下
で
ま
た
し
て
も
両
軍
が
激
突
す
る
ま
で
尾
を
引

い
た
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
斉
眉
山
が
小
河
と
同
じ
く
宿
州
霊
璧
県
に
所
在
す
る
山
岳
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
掲

『
読
史
方
輿
紀
要
』
巻
二
一
、
江
南
三
、
鳳
陽
府
、
宿
州
、
霊
璧
県
に
、

【
史
料
11
】

斉
眉
山　

県
の
西
北
三
十
里
に
在
り
、
山
、
八
字
に
開
き
、
眉
を
列
す
る
が
如
し
。
建
文
三
年
、
燕
王
南
下
す
る
も
、
徐
輝
祖
、

之
を
此
に
敗
る
。

と
あ
り
、
霊
璧
県
の
西
北
三
〇
里
の
と
ろ
に
斉
眉
山
は
立
地
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
ま
た
、『
読
史
方
輿
紀
要
』
は
斉
眉
山
の
会
戦
の
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繫
年
を
謬
っ
て
い
て
、
実
際
に
は
建
文
四
年
（
洪
武
三
十
五
年
）、
す
な
わ
ち
一
四
〇
二
年
の
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
燕
王
軍

を
撃
破
し
た
徐
輝
祖
は
、
開
国
功
臣
徐
達
の
長
男
で
あ
る
。
姉
は
燕
王
の
王
妃
な
の
で
、
燕
王
と
は
義
兄
弟
に
当
た
る
。
建
文
帝
は
父

懿
文
太
子
に
近
侍
し
て
い
た
徐
輝
祖
に
対
し
て
信
任
す
る
こ
と
す
こ
ぶ
る
厚
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
徐
輝
祖
は
義
理
の
兄
弟
に
あ
た
る

燕
王
の
誘
い
に
の
ら
ず
、
き
ま
じ
め
に
信
念
を
貫
き
、
建
文
帝
支
持
の
立
場
を
く
ず
さ
な
か
っ
た）

11
（

。

こ
の
斉
眉
山
は
霊
璧
県
治
の
西
北
三
〇
里
に
北
六
〇
里
を
加
え
る
と
、
小
河
か
ら
斉
眉
山
ま
で
の
距
離
は
九
〇
里
と
な
り
、
お
よ
そ

五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
相
当
す
る
。
こ
れ
は
日
本
橋
か
ら
直
線
距
離
で
は
、
熊
谷
・
つ
く
ば
・
佐
倉
・
鎌
倉
・
相
模
湖
辺
り
ま
で
行
く

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

明
軍
の
全
国
統
一
の
過
程
で
、
徐
輝
祖
の
父
徐
達
に
指
揮
さ
れ
た
明
軍
は
、
洪
武
元
年
（
一
三
六
八
）
閏
七
月
二
日
に
衛
輝
を
攻
撃

し
た
が
、
こ
こ
を
守
っ
て
い
た
元
の
平
章
政
事
の
地
位
に
あ
っ
た
龍
二
は
、
城
を
放
棄
し
て
彰
徳
に
逃
亡
し
た
。
そ
こ
で
、
徐
達
の
率

い
る
明
軍
は
、
龍
二
を
追
い
か
け
て
彰
徳
に
軍
を
進
め
た
。
そ
れ
は
、
衛
輝
を
攻
撃
し
て
か
ら
、
三
日
を
閲
し
た
閏
七
月
五
日
の
こ
と

で
あ
る）

12
（

。
衛
輝
と
彰
徳
の
湯
陰
県
界
と
の
間
は
、
七
〇
里
（
約
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
離
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
明
軍
は

華
北
方
面
の
元
朝
勢
力
を
駆
逐
す
る
た
め
に
長
期
に
わ
た
る
行
軍
を
な
す
た
め
に
、
大
量
の
輜
重
車
を
も
帯
同
し
た
と
思
わ
れ
る
の

で
、
一
日
行
軍
の
行
程
は
近
代
の
軍
隊
と
比
べ
る
と
そ
の
遅
速
の
程
度
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
戦
前
の
帝

国
陸
軍
の
場
合
、
行
軍
の
速
度
は
大
部
隊
に
な
る
に
つ
れ
て
遅
く
な
る
が
、
兵
種
連
合
の
大
部
隊
で
は
行
軍
一
日
の
行
程
は
昼
夜
約
二

四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
標
準
と
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
字
と
比
較
す
る
と
、
徐
達
率
い
る
明
軍
の
行
軍
が
、
七
〇
里
を
三
日
で

終
え
た
の
は
決
し
て
遅
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
燕
王
軍
が
小
河
か
ら
斉
眉
山
の
麓
ま
で
の
九
〇
里
の

距
離
を
進
軍
す
る
の
に
一
週
間
か
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
や
や
遅
す
ぎ
る
と
い
え
よ
う
。『
太
宗
実
録
』
に
小
河
の
会
戦
と
斉
眉
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山
の
会
戦
ま
で
の
一
週
間
、
何
の
記
述
も
な
い
の
は
、
小
河
の
会
戦
が
一
朝
一
夕
に
は
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。『
太
宗
実
録
』
奉
天
靖
難
事
蹟
、
建
文
四
年
四
月
丁
卯
（
十
五
日
）
の
条
に
は
、
小
河
の
会
戦
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
、
詳
し

く
ふ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
は
複
数
に
亘
る
史
実
を
四
月
丁
卯
の
条
に
一
括
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

【
史
料
12
】

敵
軍
の
布
陣
、
十
余
里
に
亘
り
、
左
右
翼
に
張
り
、
河
に
縁
り
て
東
せ
ん
と
す
。
上
、
騎
兵
を
率
い
て
与
に
戦
う
。
敵
騎
兵
敗
走

す
る
も
、
步
兵
復
た
前
み
て
橋
を
争
う
。
陳
文
、
之
を
殺
敗
せ
ん
と
し
、
追
奔
し
て
河
を
度
る
。
敵
の
後
軍
来
援
し
、
陳
文
戦
没

す
。
敵
衆
、
遂
に
橋
を
度
り
布
陣
す
。
我
が
将
張
武
、
勇
敢
士
を
率
い
、
林
間
よ
り
突
出
し
て
之
を
擊
た
ん
と
し
、
上
の
騎
兵
と

合
し
大
い
に
敵
衆
を
敗
る
。
斬
首
す
る
こ
と
二
万
余
級
、
溺
水
し
て
死
す
る
者
勝
げ
て
計
る
べ
か
ら
ず
。
屍
、
河
に
積
み
、
水
之

が
為
に
流
れ
ず
、
敵
将
丁
良
・
朱
彬
を
生
擒
す
。
是
に
お
い
て
、
敵
軍
は
橋
の
南
に
拠
り
、
我
が
軍
は
橋
の
北
に
拠
り
、
相
い
持

す
る
こ
と
数
日
、
敵
の
粮
尽
き
て
、
軍
士
野
菜
を
採
り
て
食
す
。
上
曰
く
、
彼
飢
ゆ
、
吾
之
と
相
い
持
す
。
然
し
て
、
彼
は
南
岸

に
居
り
て
饋
餉
に
便
し
と
し
、
更
に
一
二
日
に
し
て
、
饟
稍
集
り
済す

く
いを
得
て
、
即
ち
に
来
た
る
も
之
を
破
る
こ
と
易
か
ら
ん
と
。

乃
ち
橋
を
守
る
兵
千
余
を
留
め
て
動
か
ず
、
而
し
て
潜
に
諸
軍
の
輜
重
を
移
し
て
東
行
し
、
営
を
去
る
こ
と
三
十
里
、
夜
半
に
河

を
度
り
て
南
し
、
敵
の
後
に
繞
り
出
て
、
敵
且
に
始
め
て
覚
り
、
復
た
軍
を
引
き
て
相
い
対
す
。

「
斬
首
す
る
こ
と
二
万
余
級
、
溺
水
し
て
死
す
る
者
勝
げ
て
計
る
べ
か
ら
ず
。
屍
、
河
に
積
み
、
水
之
が
為
に
流
れ
ず
、
敵
将
丁

良
・
朱
彬
を
生
擒
す
」
と
い
う
表
現
を
み
る
と
、
小
河
で
両
軍
が
激
突
し
た
と
き
、
燕
王
軍
が
圧
倒
的
に
優
勢
で
あ
っ
た
よ
う
な
書
き
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ぶ
り
で
あ
る
が
、
建
文
政
権
軍
を
深
追
い
し
た
前
軍
都
督
府
都
督
僉
事
の
陳
文）

13
（

は
、
こ
の
と
き
戦
死
し
て
い
る
よ
う
に
、
燕
王
軍
側
も

人
的
な
損
耗
を
出
し
た
の
で
あ
る
。【
史
料
12
】
を
虚
心
に
読
む
と
、
膠
着
状
態
を
抜
け
出
せ
な
い
燕
王
の
焦
り
が
偎ほ

の
かに
窺
え
る
。
そ

れ
が
鮮
明
な
の
は
、【
史
料
12
】
中
の
燕
王
の
言
葉
で
あ
る
。
燕
王
の
言
葉
の
原
文
を
そ
の
ま
ま
抜
き
出
す
と
、

上
曰
、
彼
飢
、
吾
与
之
相
持
、
然
彼
居
南
岸
、
便
饋
餉
、
更
一
二
日
、
饟
稍
集
得
済
、
即
来
易
破
之
。

と
あ
る
。
最
後
の
と
こ
ろ
の
「
即
来
易
破
之
」
の
「
之
」
は
、
建
文
政
権
軍
を
指
し
て
い
る
の
で
、
軍
糧
の
補
給
が
な
り
、
腹
を
満
た

し
た
建
文
政
権
軍
が
燕
王
軍
の
陣
地
に
押
し
寄
せ
て
も
、
こ
れ
を
敗
る
こ
と
は
簡
単
だ
と
理
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
補
給
の
可
能
な
建
文
政
権
軍
の
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、「
饟
稍
集
得
済
、
即
来
易
破
之
」
は
、「
饟
稍
集
り
済
を
得
て
、
即
ち

に
来
た
れ
ば
、
之
に
破
ら
る
る
こ
と
易
か
ら
ん
」
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
記
事
を
載
せ
る
現
行
の
『
太
宗
実
録
』
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
度
纂
修
が
行
わ
れ
た
な
か
で
第
三
回
目
に
纂
修

さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

14
（

。
こ
の
現
行
本
『
太
宗
実
録
』
巻
一
か
ら
巻
九
は
、『
奉
天
靖
難
記
』
を
基
礎
と
し
て
、
増
改
を
加
え
て
い
る）

15
（

。

そ
こ
で
、
上
記
の
燕
王
の
言
葉
を
『
奉
天
靖
難
記
』
と
比
較
す
る
と
、

上
曰
、
賊
衆
餓
甚
、
今
与
相
持
、
彼
居
南
岸
、
便
其
饋
餉
、
更
一
二
日
、
運
糧
稍
集
、
賊
衆
得
済
、
難
以
破
之
。

に
作
っ
て
い
る
。「
運
糧
稍
集
、
賊
衆
得
済
、
難
以
破
之
」
は
、「
運
糧
稍
集
り
、
賊
衆
、
済
を
得
れ
ば
、
以
て
之
を
破
り
難
し
」
と
な
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り
、「
之
」
が
建
文
政
権
軍
を
指
す
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、「
来
」
の
一
字
は
、
校
勘
記
に
「
来
易
‥
広
本
抱
本
庫
本
、
来

作
未
、
是
也
。」
と
あ
る
の
が
正
鵠
を
射
て
お
り
、「
即
来
易
破
之
」
は
「
即
ち
に
未
だ
之
を
敗
る
こ
と
易
す
か
ら
ず
」
と
作
る
の
が
正

し
い
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
事
態
に
な
る
こ
と
の
懸
念
を
燕
王
が
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
言
葉
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、【
史
料
12
】
の
文
言
中
の
燕
王
の
言
葉
を
是
正
し
て
読
む
と
、
軍
糧
の
補
給
が
な
っ
た
建
文
政
権
軍
の
進
軍
に
対
処

す
る
た
め
に
、「
潜
に
諸
軍
の
輜
重
を
移
し
て
東
行
し
、
敵
営
を
去
る
こ
と
三
十
里
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ひ
そ
か
に
輜
重
兵
と
輜
重
車

を
三
〇
里
（
お
よ
そ
一
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
地
点
ま
で
下
げ
た
の
で
あ
る
。
建
文
政
権
軍
が
攻
勢
に
転
じ
て
押
し
寄
せ
て
き
た
と
き
に

自
軍
の
輜
重
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
燕
王
は
か
よ
う
な
作
戦
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。【
史
料
12
】
の
記
事
の
最
後
は
「
復

た
軍
を
引
き
て
相
い
対
す
」
に
終
わ
っ
て
お
り
、
小
河
の
会
戦
が
ど
の
よ
う
な
形
で
終
わ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は

必
ず
し
も
燕
王
軍
の
圧
倒
的
勝
利
と
は
い
え
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か）

16
（

。

二　

安
順
侯
脱
火
赤

燕
王
が
騎
乗
し
た
御
馬
の
棗
騮
は
、
上
記
の
よ
う
な
小
河
の
会
戦
の
さ
な
か
に
建
文
政
権
軍
が
放
っ
た
箭
が
突
き
刺
さ
っ
た
。
そ
の

と
き
、
脱
火
赤
は
す
ば
や
く
下
馬
し
て
、
そ
の
箭
を
抜
い
た
の
で
あ
る
。【
史
料
3
】
の
『
金
吾
右
衛
選
簿
』
で
は
、
下
馬
し
て
棗
騮

に
刺
さ
っ
た
箭
を
抜
い
た
の
は
薛
貴
と
し
、【
史
料
4
】
の
『
万
暦
野
獲
編
』
で
は
、
安
順
侯
脱
火
赤
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
、「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
薛
貴
の
旧
名
が
脱
火
赤
で
あ
っ
て
同
一
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

安
順
を
冠
し
た
爵
号
を
頭
書
と
す
る
諸
史
料
を
み
れ
ば
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
煩
を
厭
わ
ず
、
そ
の
主
た
る
史
料
を
掲
出
し
、
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薛
貴
（
脱
火
赤
）
の
軍
歴
と
生
涯
を
辿
る
こ
と
に
し
よ
う
。

【
史
料
13
】　

明
・
焦
竑
撰
『
皇
明
人
物
考
』
巻
二

安
順
侯　

薛
貴
、
達
達
の
人
、
降
付
す
。
永
楽
二
十
二
年
、
都
督
僉
事
な
る
を
以
て
、
北
征
に
従
い
て
功
有
り
流
伯
に
封
ぜ
ら

る
。
洪
煕
元
年
、
世
襲
を
与
え
ら
る
。
宣
徳
元
年
、
勲
階
の
号
は
陽
武
の
流
爵
の
如
し
。
禄
一
千
二
百
石
。
五
年
、
薨
ず
。
子
無

し
。
弟
可
可
帖
木
児
を
以
て
指
揮
と
為
す
。

【
史
料
14
】　

明
・
鄭
汝
璧
撰
『
皇
明
功
臣
封
爵
考
』
巻
六
、
征
胡
、
安
順
伯
薛
貴

薛
貴
、
昌
平
の
人
。
旧
名
脱
火
赤
。
兄
の
歓
、
燕
山
護
衛
指
揮
と
為
る
。
貴
、
舎
人
な
る
も
胆
力
有
る
を
以
て
靖
難
に
従
う
。
文

皇
を
険
よ
り
脱
せ
し
め
、
功
を
累
ね
都
指
揮
使
に
陞
せ
ら
る
。
再
び
胡
を
征
す
る
に
従
う
の
功
も
て
都
督
僉
事
に
陞
せ
ら
れ
、
安

順
伯
に
封
ぜ
ら
る
。
食
禄
九
百
石
。
洪
煕
元
年
、
世
伯
を
与
え
ら
る
。
宣
徳
元
年
、
侯
に
進
み
、
加
禄
三
百
石
、
世
券
を
与
え
ら

る
。
卒
す
や
、
浜
国
公
を
贈
ら
れ
、
忠
勇
と
諡
せ
ら
る
。

【
史
料
15
】　
『
宣
宗
実
録
』
宣
徳
五
年
三
月
庚
戌
の
条

安
順
侯
薛
貴
卒
す
。
貴
、
旧
名
脱
火
赤
。
順
天
府
昌
平
県
の
人
、
燕
山
右
護
衞
指
揮
僉
事
脱
歓
之
弟
、
人
と
為
り
胆
気
有
り
。
太

宗
皇
帝
、
義
を
挙
げ
内
難
を
靖
ず
る
や
、
貴
、
舍
人
な
る
を
以
て
征
戦
に
従
い
功
有
り
、
都
指
揮
使
に
累
陞
す
。
永
楽
八
年
、
沙

漠
に
征
す
る
に
従
い
、
還
り
て
中
軍
都
督
府
都
督
僉
事
に
陞
せ
ら
る
。
後
、
屡
々
北
征
に
扈
駕
し
功
有
り
、
安
順
伯
に
封
ぜ
ら
る
。
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食
禄
九
百
石
。
洪
熙
元
年
、
其
の
子
孫
に
命
じ
て
伯
爵
を
世
襲
せ
し
む
。
宣
徳
元
年
、
安
順
侯
に
加
封
せ
ら
る
。
是
に
至
り
卒

す
。
浜
国
公
に
追
封
せ
ら
れ
、
忠
壮
と
諡
せ
ら
る
。
官
を
遣
わ
し
て
祭
を
賜
り
、
有
司
に
命
じ
て
治
葬
せ
し
め
、
賻
贈
甚
だ
厚
し
。

【
史
料
16
】　

明
・
吏
部
編
輯
『
明
功
臣
襲
封
底
簿
』
巻
一
、
安
順
侯

薛
貴
、
原
籍
順
天
府
昌
平
県
の
人
。
洪
武
二
十
四
年
、
舎
人
な
る
も
功
に
報
い
ん
と
す
る
を
以
て
、
傅
総
兵
に
跟
随
し
て
雅
・
寒

山
に
征
し
、
回
還
す
。
駕
に
扈し

た
がい
、
大
寧
に
克
ち
、
雄
県
を
取
り
、
鄭
村
垻
の
大
戦
に
お
い
て
功
有
り
、
洪
武
三
十
二
年
、
燕
山

右
護
衛
に
歴
陞
す
。
天
を
奉
じ
て
難
を
靖
じ
、
広
昌
に
克
ち
、
蔚
州
・
大
同
・
白
溝
河
を
攻
め
て
厮
殺
す
。
済
南
府
に
功
有
る
を

併
せ
て
正
千
戸
に
陞
せ
ら
る
。
倉マ

マ

州
に
克
ち
、
東
昌
を
平
復
す
。
三
十
四
年
、
藁
城
等
処
に
て
大
軍
を
殺
敗
し
、
西
水
寨
に
接
応

す
る
の
奇
功
も
て
指
揮
同
知
に
陞
せ
ら
る
。
駕
に
随
い
小マ

マ橋
に
お
い
て
対
敵
す
る
も
駕
を
保
ち
、
都
指
揮
同
知
に
陞
せ
ら
る
。
又

霊
璧
県
に
在
り
て
軍
馬
を
殺
敗
す
。
三
十
五
年
六
月
、
渡
江
し
て
金
川
門
に
克
つ
の
功
有
り
、
遼
東
都
指
揮
使
に
陞
せ
ら
る
。
永

楽
八
年
、
沙
漠
を
征
す
る
に
随
い
、
威
胡
山
等
処
に
て
阿
魯
台
を
殺
敗
し
、
中
府
都
督
僉
事
に
陞
せ
ら
る
。
永
楽
十
二
年
、
口
北

を
征
す
る
に
随
い
、
胡
寇
を
殺
敗
す
。
瓦
喇
に
哨
馬
す
。
永
楽
二
十
年
、
駕
に
随
い
迤
北
に
征
進
し
、
賊
衆
を
殺
敗
す
。
本
年
九

月
十
七
日
、
安
順
伯
に
陞
せ
ら
る
。
宝
鈔
段
匹
を
賞
賜
し
、
誥
券
を
給
授
せ
ら
れ
、
奉
天
翊
衛
宣
力
武
臣
特
進
栄
禄
大
夫
柱
国
安

順
伯
に
封
ぜ
ら
る
。
食
禄
九
百
、
子
孫
は
指
揮
使
を
世
襲
し
、
本
身
は
一
死
を
免
ぜ
ら
る
。
後
、
駕
に
随
い
天
城
に
征
討
し
、
賊

を
殺
し
て
功
を
獲
る
。
洪
煕
元
年
正
月
、
世
襲
伯
爵
に
加
封
せ
ら
れ
、
誥
券
に
本
身
は
二
死
を
免
じ
、
子
は
一
死
を
免
じ
、
三
代

一
体
と
す
と
有
り
て
追
封
せ
ら
る
。
宣
徳
五
年
三
月
内
に
病
故
す
。
浜
国
公
に
追
封
し
、
忠
壮
と
諡
せ
ら
る
。
宣
徳
十
年
十
二
月

内
、
弟
薛
可
可
帖
木
児
、
襲
が
ん
こ
と
を
告
ぐ
。
本
部
、
奏
を
議
し
、
欽
依
の
誥
券
の
内
に
既
に
弟
姪
の
世
襲
の
事
例
無
き
を
奉
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じ
て
准
さ
ず
。
但
、
薛
貴
の
前
功
を
念
い
、
薛
可
可
帖
木
児
は
世
々
世
襲
指
揮
使
と
做
し
、
以
て
薛
貴
の
祀
を
奉
ぜ
し
む
。

以
上
は
、
い
ず
れ
も
安
順
伯
・
安
順
侯
を
頭
書
と
し
た
史
料
で
あ
る
。
前
掲
の
【
史
料
3
】（『
金
吾
右
衛
選
簿
』）
で
は
薛
貴
に
関
す

る
記
述
の
内
、
そ
の
ご
く
一
部
し
か
引
用
し
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
全
文
を
掲
出
し
、
右
記
の
四
史
料
に
追
加
す
る
こ
と
に
す
る
。

【
史
料
17
】　
『
金
吾
右
衛
選
簿
』
薛
天
爵
の
条

薛
佑
、
昌
平
県
の
人
。
高
伯
祖
薛
貴
、
洪
武
三
十
二
年
、
鄭
村
垻
に
て
勇
士
百
戸
に
陞
せ
ら
る
。
三
十
三
年
、
済
南
に
て
正
千
戸

に
陞
せ
ら
る
。
三
十
四
年
、
西
水
寨
に
て
指
揮
同
知
に
陞
せ
ら
れ
、
駕
に
当
随
す
。
小
河
橋
に
て
敵
対
し
て
戦
い
、
馬
に
着
箭
す

る
や
、
下
馬
し
て
抜
箭
す
る
に
功
有
り
、
都
指
揮
同
知
に
陞
せ
ら
る
。
三
十
五
年
、
渡
江
の
奇
功
も
て
都
指
揮
使
に
陞
せ
ら
る
。
永

楽
八
年
、
沙
漠
に
征
し
、
威
胡
山
に
至
り
、
靖
虜
鎮
に
到
り
、
阿
魯
台
も
て
中
軍
都
督
府
僉
事
に
陞
せ
ら
る
。
二
十
年
、
迤マ

マ東
に

征
進
し
、
人
畜
を
殺
し
得
獲
す
。
安
順
伯
に
封
ぜ
ら
れ
、
授
く
る
に
流
官
を
以
て
し
、
指
揮
使
を
世
襲
せ
し
む
。
二
十
一
年
、
迤

北
に
征
進
す
。
洪
煕
元
年
、
世
襲
伯
爵
に
陞
せ
ら
る
。
宣
徳
元
年
、
安
順
侯
に
進
封
せ
ら
る
。
故
絶
す
。
浜
国
公
に
追
封
せ
ら
る
。

こ
れ
ら
五
種
の
史
料
を
較
量
す
る
と
、
相
互
に
補
完
す
る
と
こ
ろ
と
相
違
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
念
頭
に
お

い
て
、
以
下
検
証
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

旧
名
と
出
自　

薛
貴
の
名
は
漢
名
で
あ
り
、
も
と
の
名
は
脱
火
赤
で
あ
っ
た
。
兄
は
脱
歓
、
弟
は
可
可
帖
木
児
で
あ
る
。
脱
火
赤
は

T
ohkochi

（
ト
ホ
チ
）、
兄
の
脱
歓
はT

oghon

（
ト
ゴ
ン
）、
弟
可
可
帖
木
児
はK

oko T
em

ür

（
コ
コ
・
テ
ム
ル
）
の
漢
訳
で
あ
ろ
う
。
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ち
な
み
に
、
兄
の
脱
歓
の
名
は
、
元
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
の
第
九
子
で
鎮
南
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
占
城
・
交
趾
征
討
に
従
事
し
た
人
物
、
な
ら

び
に
オ
イ
ラ
ト
の
部
長
で
内
外
蒙
古
の
覇
者
と
な
っ
た
人
物
と
同
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
脱

歓
の
三
兄
弟
が
漢
民
族
で
は
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
原
籍
を
順
天
府
昌
平
県
の
人
に
作
る
史
料
が
多
い
の
中
、【
史

料
13
】
に
「
薛
斌
、
達
達
の
人
、
降
付
す
」
と
あ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
達
達
は
韃
靼
と
同
義
で
あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
を
指
す
事
例
は
『
逆

臣
録
』
等
多
く
の
史
書
に
み
え
る）

17
（

。
こ
の
一
家
が
中
国
内
部
に
移
住
し
た
の
は
、
父
薛
台
に
連
れ
ら
れ
て
の
こ
と
で
、『
明
史
』
巻
一

五
六
、
薛
斌
伝
に
は
、

【
史
料
18
】

薛
斌
、
蒙
古
の
人
、
本
名
脱
歓
。
父
薛
台
、
洪
武
中
帰
付
、
姓
薛
を
賜
う
。
燕
山
右
護
衞
指
揮
僉
事
に
累
官
す
。
斌
、
職
を
嗣

ぐ
。
起
兵
に
従
い
、
都
督
僉
事
に
累
遷
す
。
北
征
に
従
い
功
有
り
、
都
督
同
知
に
進
む
。
永
楽
十
八
年
、
永
順
伯
に
封
ぜ
ら
る
。

禄
九
百
石
、
世
々
指
揮
使
と
す
。

と
あ
り
、
脱
歓
兄
弟
の
父
は
洪
武
年
間
に
明
に
投
降
し
、
洪
武
帝
か
ら
薛
の
姓
を
賜
与
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
以
後
、
脱
歓
も
脱
火
赤

も
、
そ
れ
ぞ
れ
薛
斌
、
薛
貴
に
改
名
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
家
が
軍
事
行
動
の
面
で
の
顕
著
な
働
き
を
し
た
こ
と
は
、
薛
貴
が
安
順

伯
に
封
ぜ
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
薛
斌
も
ま
た
そ
れ
よ
り
先
の
永
楽
十
八
年
（
一
四
二
〇
）
に
永
順
伯
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
白
で
あ
る
。

余
談
な
が
ら
、
こ
の
永
順
伯
の
爵
号
は
、
そ
の
子
薛
綬
に
よ
っ
て
襲
爵
さ
れ
た
。【
史
料
18
】
の
『
明
史
』
薛
斌
に
付
伝
し
て
載
せ
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ら
れ
た
薛
綬
の
記
述
に
よ
る
と
、
薛
綬
が
土
木
の
変
の
前
哨
戦
で
勇
猛
果
敢
に
戦
っ
た
様
子
が
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
19
】

斌
卒
す
る
や
、
子
の
寿
童
、
方
に
五
歲
な
り
。
従
父
貴
、
引
き
て
仁
宗
に
見
え
し
む
。
立
ど
こ
ろ
に
伯
を
嗣
ぐ
を
命
じ
、
名
を
綬

と
賜
う
。
長
ず
る
や
、
驍
勇
に
し
て
善
く
戦
う
。
正
統
十
四
年
秋
、
成
国
公
朱
勇
等
と
敵
に
鷂
兒
嶺
に
遇
う
。
軍
敗
れ
、
弦
断
ち

矢
尽
き
る
も
、
猶
空
弓
を
持
ち
て
敵
を
擊
つ
。
敵
怒
り
て
、
支
解
す
。
而
し
て
其
の
本
蒙
古
人
な
る
を
知
る
や
、
曰
く
、
此
れ
吾

が
同
類
な
り
、
宜む

べ

な
る
か
な
、
勇
健
な
る
こ
と
此
の
若
く
な
る
は
、
と
。
相
い
共
に
之
を
哭
す
。

正
統
十
四
年
（
一
四
四
九
）
七
月
、
エ
セ
ン
に
率
い
ら
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
明
北
辺
へ
侵
攻
し
て
き
た
の
で
、
そ
れ
を
討
伐
す
る
た

め
に
、
英
宗
の
親
征
軍
が
編
制
さ
れ
る
と
、
薛
綬
も
そ
れ
に
随
行
し
た
。
そ
し
て
、
八
月
十
五
日
の
土
木
の
変
が
起
き
る
二
日
前
、
そ

の
前
哨
戦
と
も
い
う
べ
き
鶏
兒
嶺
の
戦
い
が
起
き
た
。
親
征
軍
か
ら
そ
の
一
部
を
割
い
た
部
隊
が
派
遣
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル

軍
の
伏
兵
に
遭
遇
し
て
壊
滅
し
た
。
こ
の
と
き
出
陣
し
た
永
順
伯
薛
綬
は
、
自
分
の
弓
の
弦
が
絶
た
れ
矢
が
尽
き
て
も
、
空
弓
を
振
り

回
し
て
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
立
ち
向
か
っ
て
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
怒
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
捕
虜
に
し
て
四
肢
を
八
つ
裂
き
に
し
て

殺
し
た
が
、
の
ち
に
勇
猛
果
敢
に
立
ち
向
か
っ
た
薛
綬
が
、
実
は
モ
ン
ゴ
ル
人
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
渡
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
中
が
慟
哭

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
史
話
は
『
英
宗
実
録
』
正
統
十
四
年
八
月
庚
申
の
条
に
も
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
、
薛
綬
が
モ
ン
ゴ
ル
人

で
あ
る
こ
と
が
知
れ
渡
る
と
い
う
部
分
は
、「
而
し
て
綬
の
本
と
山
後
人
な
る
を
知
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
清
代
初
期
に
編
纂
さ
れ

た
『
明
史
』
の
薛
綬
伝
で
は
、『
英
宗
実
録
』
の
当
該
箇
所
の
山
後
人
を
蒙
古
人
と
表
記
し
な
お
し
た
の
で
あ
る）

18
（

。
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薛
斌
の
子
薛
綬
に
関
わ
る
こ
の
記
事
が
明
示
し
い
る
よ
う
に
、
洪
武
の
と
き
明
に
降
付
し
た
薛
台
と
そ
の
子
孫
は
、
モ
ン
ゴ
ル
出
身

の
武
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
籍
を
順
天
府
昌
平
県
と
し
て
い
る
の
は
、
薛
台
も
し
く
は
そ
れ
以
前
か
ら

当
地
が
薛
台
一
家
の
僑
寓
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
永
順
伯
に
封
ぜ
ら
れ
た
薛
斌
の
薨
卒
伝
に
よ
る
と
、

【
史
料
20
】　
『
太
宗
実
録
』
永
楽
十
九
年
十
月
丁
未
の
条

永
順
伯
薛
斌
卒
す
。
斌
の
初
名
は
脱
歓
、
父
台
、
洪
武
中
、
元
の
故
官
な
る
を
以
て
来
帰
し
、
燕
山
右
衛
指
揮
僉
事
を
授
け
ら
る
。

台
、
疾
す
る
や
、
斌
、
代
職
し
、
上
の
内
難
を
靖
ず
る
に
従
い
、
功
を
以
て
驃
騎
將
軍
左
軍
都
督
僉
事
に
累
陞
し
、
後
北
虜
を
征

す
る
に
従
い
、
都
督
同
知
に
陞
し
、
永
順
伯
に
封
ぜ
ら
る
。
其
の
卒
す
る
や
、
祭
を
賜
い
、
有
司
に
命
じ
て
喪
葬
を
治
せ
し
む
。

と
み
え
、「
父
台
、
洪
武
中
、
元
の
故
官
な
る
を
以
て
来
帰
し
、
燕
山
右
衛
指
揮
僉
事
を
授
け
ら
る
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
薛
斌
の
孫

薛
輔
の
薨
卒
伝
に
よ
る
と
、
元
朝
の
官
僚
（
知
院
）
で
あ
っ
た
薛
台
は
、
洪
武
二
十
一
年
（
一
三
八
八
）
に
明
朝
に
帰
付
し
、
賜
姓
に
よ

っ
て
薛
俊
と
改
名
し
、
官
は
燕
山
右
護
衛
指
揮
僉
事
に
至
っ
た
と
し
て
い
る）

19
（

。「
降
付
」【
史
料
13
】、「
来
帰
」【
史
料
20
】
と
い
う
の

は
、
元
朝
順
帝
の
北
走
に
随
行
し
て
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
北
帰
後
、
再
度
中
国
に
舞
い
戻
っ
て
き
た
と
い
う
意
味
な
の
か
、
そ
れ
と
も
中

国
で
の
生
活
様
式
に
慣
れ
て
し
ま
い
、
い
ま
さ
ら
の
北
帰
を
諦
め
て
の
明
朝
へ
の
帰
付
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
明
白
で
な
い
が
、
薛
台
の

先
祖
は
、
元
朝
時
代
に
中
国
に
移
住
後
、
元
明
時
代
の
昌
平
県
（
現
北
京
市
昌
平
区
）
に
僑
寓
し
て
い
て
、
明
朝
に
帰
付
し
た
後
は
、
そ

こ
を
原
籍
地
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

初
陣　

薛
貴
の
一
家
は
父
薛
台
が
明
に
帰
付
し
て
衛
所
官
に
任
用
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
の
戸
籍
は
衛
籍
に
所
属
し
た
。
衛
所
制
度
は
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世
襲
を
基
本
と
し
た
の
で
、
薛
台
が
疾
病
の
た
め
に
退
任
し
た
あ
と
は
薛
斌
が
後
を
襲
い
だ
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
薛
貴
は
舎
人
に
充

て
ら
れ
て
い
る
。
舎
人
と
は
衛
所
官
職
の
現
任
者
が
疾
病
・
死
亡
・
年
老
等
の
理
由
で
襲
替
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
、
そ
の
後
を
襲
ぐ

べ
き
も
の
で
、
そ
の
順
番
は
親
族
の
中
で
嫡
子
が
優
先
さ
れ
た）

20
（

。
弟
の
薛
貴
が
舎
人
に
充
て
ら
れ
た
の
は
、
燕
山
右
護
衛
指
揮
僉
事
を

襲
職
し
た
段
階
に
お
い
て
は
、
薛
斌
は
ま
だ
男
子
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る）

21
（

。

薛
貴
に
は
胆
力
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
舎
人
の
身
分
で
戦
場
に
出
て
い
る
。
初
陣
は
【
史
料
14
】・【
史
料
15
】
と
も
当
時
燕
王
で
あ

っ
た
永
楽
帝
の
洪
武
三
十
二
年
（
一
三
九
九
）
の
挙
兵
に
従
っ
て
と
し
て
い
る
が
、【
史
料
16
】
で
は
洪
武
二
十
四
年
（
一
三
九
一
）
傅

総
兵
の
雅
・
寒
山
征
討
の
と
き
と
し
て
い
る
。
ほ
ぼ
十
年
近
い
時
間
の
相
違
が
あ
る
。
傅
総
兵
と
は
傅
友
徳
の
こ
と
で
、
洪
武
二
十
四

年
（
一
三
九
一
）
に
傅
友
徳
が
雅
・
寒
山
方
面
を
征
し
た
と
き
、
薛
貴
は
そ
れ
に
随
行
し
た
と
い
う
。
こ
の
雅
・
寒
山
と
い
う
山
の
名

は
、
明
一
代
の
辺
事
を
記
し
た
明
・
方
孔
炤
撰
『
全
辺
略
記
』
巻
六
、
寧
夏
略
に
、

（
洪
武
）
二
十
四
年
三
月
、
故
元
阿
札
失
里
、
辺
を
寇
し
、
朶
顔
の
山
に
屯
す
。
傅
友
徳
・
郭
英
に
命
じ
て
兵
を
率
い
て
之
を
撃

た
し
む
。
師
、
哈
者
舎
利
王
に
至
り
、
友
徳
、
遽
に
令
を
下
し
師
を
班か

え

ら
し
む
。
賊
、
之
を
聞
き
て
以
て
然
と
為
す
。
二
日
を
越

え
て
、
復
た
師
を
趨
ら
せ
て
深
く
入
り
、
黒
領
の
雅
山
等
に
至
り
、
洮
児
河
に
次
り
、
人
畜
を
獲
す
る
こ
と
甚
だ
多
し
。
還
り
て

金
鞍
山
に
至
り
、
復
た
黒
領
の
寒
山
を
征
し
、
磨
鎌
子
海
・
打
蘭
尖
山
に
至
り
、
追
っ
て
札
都
を
虜
と
す
。

と
あ
り
、
雅
山
・
寒
山
の
名
が
み
え
る
。
こ
れ
が
寧
夏
方
面
の
征
討
で
は
な
い
こ
と
は
、
朶ダ
ヤ
ン顔
と
い
う
用
語
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ

る
。
傅
友
徳
は
、
当
該
年
の
正
月
二
十
日
に
、
勅
を
受
け
て
征
虜
将
軍
の
印
を
佩お

び

る
総
兵
官
に
充
て
ら
れ
て
い
る
が）

22
（

、
こ
の
「
征
虜
」
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と
は
興
安
嶺
の
東
に
住
ん
で
い
た
兀ウ

リ
ャ
ン
ハ

良
哈
三
衛
に
対
す
る
征
討
で
あ
っ
た
。
黒
領
は
黒
嶺
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
和
田
清
氏
は
兀
良
哈
三

衛
の
本
拠
地
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
論
攷
の
中
で
、
黒
嶺
を
興
安
嶺
（
現
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
北
東
部
及
び
黒
竜
江
省
北
部
の
山
脈
の
総
称
）

の
別
名
黒
山
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
て
い
る）

23
（

。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
薛
貴
は
そ
の
後
、
燕
王
の
挙
兵
に
応
じ
た
と
き
の
身
分
は
舎
人
の
ま
ま
な
の
で
、
傅
友
徳
の
雅
山
・
寒
山
方
面

の
征
討
に
従
行
し
て
回
還
し
た
と
き
に
は
、
陞
進
に
は
あ
ず
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

靖
難
の
役　

か
か
る
薛
貴
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
九
年
を
経
た
洪
武
三
十
二
年
（
一
三
九
九
）
七
月
に
、
靖
難
の
役
が
始
ま
り
燕
王

軍
に
参
加
す
る
と
、
軍
功
を
重
ね
て
陞
進
し
て
い
っ
た
。
薛
貴
が
靖
難
の
役
中
に
遭
遇
し
た
諸
会
戦
名
は
、【
史
料
16
】
に
み
え
る
の

で
贅
語
を
重
ね
な
い
が
、
本
戦
役
が
終
息
し
た
後
、
都
指
揮
使
に
陞
進
し
た
。
初
職
の
百
戸
（
正
六
品
）
か
ら
、
衛
所
を
直
轄
す
る
都

司
の
長
官
で
あ
る
都
指
揮
使
（
正
二
品
）
に
ま
で
累
進
し
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
四
年
間
に
都
指
揮
使
に
ま
で
陞
進
し
た
こ
と
は
、

先
に
掲
出
し
た
【
史
料
14
】
〜
【
史
料
17
】
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
み
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
【
史
料
16
】
は
そ
の
任
地
を
遼
東

都
司
と
し
て
い
る
。
薛
貴
の
遼
東
都
司
職
任
用
は
、『
太
宗
実
録
』
洪
武
三
十
五
年
九
月
戊
子
の
条
に
、「
薛
脱
火
赤
を
遼
東
都
指
揮
使

と
為
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
同
年
六
月
十
三
日
の
南
京
城
陥
落
で
靖
難
の
役
が
終
息
し
て
か
ら
、
ほ
ぼ
三
ヶ
月
後
の
九
月
八
日
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
薛
貴
が
靖
難
の
役
期
の
諸
会
戦
に
加
わ
り
活
躍
し
た
中
で
、
と
り
わ
け
史
書
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
印
象
的
な
局
面

は
、
小
河
の
会
戦
の
際
の
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
『
明
史
』
巻
一
五
六
、
薛
斌
伝
に
付
せ
ら
れ
た
薛
貴
伝
に
、「
貴
、
本
名
脱
火
赤
、
斌

の
弟
。
舍
人
な
る
を
以
て
燕
王
の
起
兵
に
従
い
、
屡
々
王
を
険
よ
り
脱
せ
し
む
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
【
史
料
14
】
に
「
文
皇
を
険
よ
り

脱
せ
し
め
」
と
み
え
る
の
と
照
応
す
る
が
、
そ
の
行
為
は
、【
史
料
3
】・【
史
料
4
】
に
み
え
る
、
燕
王
騎
乗
の
御
馬
棗
騮
の
胸
や
後

ろ
の
両
足
に
突
き
刺
さ
っ
た
箭
を
薛
貴
が
下
馬
し
て
す
ば
や
く
抜
い
て
棗
騮
の
驚
倒
を
防
い
だ
こ
と
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
薛
貴
の
鮮
や
か
な
行
為
は
、
燕
王
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

靖
難
の
役
に
お
い
て
、
遼
東
の
軍
衛
は
、
建
文
政
権
側
に
つ
き
、
燕
王
軍
の
支
配
地
域
に
侵
攻
し
て
、
燕
王
軍
と
交
戦
し
て
い
る）

24
（

。

人
を
重
用
す
る
こ
と
を
譬
え
て
「
解
衣
推
食
」
と
い
う
が
、
燕
王
軍
に
敵
対
し
た
か
か
る
遼
東
の
軍
衛
を
統
轄
す
る
遼
東
都
司
の
都
指

揮
使
に
薛
貴
が
任
用
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
胆
力
と
活
躍
が
買
わ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

北
征　

遼
東
の
地
は
洪
武
四
年
（
一
三
七
一
）
以
来
、
明
軍
が
波
状
攻
撃
を
か
け
て
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
奪
い
取
っ
た
土
地
で
あ
っ
た
。

最
初
は
遼
東
衛
指
揮
使
司
を
置
い
た
が
、
す
ぐ
に
定
遼
都
衛
に
移
管
し
、
さ
ら
に
洪
武
八
年
（
一
三
七
五
）
に
は
定
遼
都
衛
を
遼
東
都

指
揮
使
司
（
略
称
遼
東
都
司
）
と
改
称
し
、
そ
の
下
に
衛
所
群
を
配
置
し
て
統
治
を
行
っ
た）

25
（

。

薛
貴
が
遼
東
都
司
を
差
配
す
る
都
指
揮
使
か
ら
、
そ
の
上
部
組
織
に
あ
た
る
五
軍
府
の
都
督
僉
事
に
陞
進
し
た
時
期
に
つ
い
て
、

『
太
宗
実
録
』
は
、

①　

永
楽
六
年
（
一
四
〇
八
）
四
月
戊
申
の
条
「
都
指
揮
使
薛
貴
を
陞
し
て
中
軍
都
督
僉
事
と
為
す
」。

②　

永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
八
月
乙
巳
の
条
「
都
指
揮
使
薛
貴
を
陞
し
て
中
軍
都
督
僉
事
と
為
す
」。

と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
期
に
二
種
の
陞
進
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
文
言
は
全
く
同
じ
で
あ
る
の
で
、
同
名
異
人
の
薛
貴
の
こ
と
と
は
思

え
な
い
。
さ
ら
に
、
③
永
楽
六
年
十
月
辛
卯
の
条
で
は
、「
都
督
同
知
に
陞
進
」
と
あ
る
。
こ
の
都
督
同
知
へ
の
陞
進
は
、
①
の
都
督

僉
事
へ
の
陞
進
と
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
の
①
と
③
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
②
は
『
太
宗
実
録
』
の
錯
謬
で
は
な
い
か
と
推
測
せ

ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
で
は
、
薛
貴
が
都
督
府
の
都
督
僉
事
に
陞
進
し
た
の
は
、
永
楽
六
年
（
一
四
〇
八
）
で
確
定
と
い
え
る
の
で
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あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
た
前
掲
の
薛
貴
の
伝
記
史
料
類
と
明
白
な
齟
齬
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

都
督
僉
事
へ
の
陞
進
に
関
し
て
、『
宣
宗
実
録
』
収
載
の
薛
貴
の
薨
卒
伝
を
引
載
し
た
【
史
料
15
】
に
は
、「
永
楽
八
年
、
沙
漠
に
征

す
る
に
従
い
、
還
り
て
中
軍
都
督
府
都
督
僉
事
に
陞
せ
ら
る
」、
明
朝
の
吏
部
が
編
輯
し
た
『
明
功
臣
襲
封
底
簿
』
を
引
載
し
た
【
史

料
16
】
に
は
、「
永
楽
八
年
、
沙
漠
を
征
す
る
に
随
い
、
威
胡
山
等
処
に
て
阿
魯
台
を
殺
敗
し
、
中
府
都
督
僉
事
に
陞
せ
ら
る
」、『
金

吾
右
衛
選
簿
』
薛
天
爵
の
条
を
引
載
し
た
【
史
料
17
】
に
は
、「
永
楽
八
年
、
沙
漠
に
征
し
、
威
胡
山
に
至
り
、
靖
虜
鎮
に
到
り
、
阿

魯
台
も
て
中
軍
都
督
府
僉
事
に
陞
せ
ら
る
」
と
記
さ
れ
て
お
り）

26
（

、
い
ず
れ
も
薛
貴
は
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
モ
ン
ゴ
ル
征
討
後
に

中
府
都
督
僉
事
に
陞
進
し
た
と
し
て
い
る
。

「
永
楽
八
年
の
役
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
戦
役
は
、
前
年
に
丘
福
等
が
率
い
る
明
軍
が
タ
タ
ー
ル
征
討
に
失
敗
し
て
覆
滅
し
た
た
め
、

永
楽
帝
自
ら
親
征
し
、
本ベ

ン
ヤ
シ
リ

雅
失
里
や
阿ア

ロ
ク
タ
イ

魯
台
を
追
い
つ
め
た
北
征
で
あ
っ
た）

27
（

。
こ
の
親
征
軍
は
京
師
の
親
軍
衛
・
京
衛
と
地
方
の
衛
所

官
軍
を
も
っ
て
編
制
さ
れ
、
親
征
軍
に
相
応
し
い
大
規
模
な
陣
容
を
整
え
た
も
の
で
あ
っ
た）

28
（

。
こ
の
親
征
軍
が
京
師
を
発
進
し
た
の

は
、
同
年
二
月
十
日
の
こ
と
で
あ
っ
た）

29
（

。
そ
し
て
、
回
軍
後
の
七
月
十
七
日
、
永
楽
帝
は
奉
天
殿
に
お
い
て
群
臣
の
上
表
す
る
賀
詞
を

受
け
て
い
る）

30
（

。

永
楽
帝
の
親
征
軍
が
凱
旋
し
た
後
の
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、「
永
楽
八
年
の
役
」
従
征
者
達
に
対
す
る
行
賞
が
さ
み
だ
れ
に
な

さ
れ
て
い
る
。
遼
東
都
司
関
係
で
い
え
ば
、
同
年
の
八
月
一
日
に
は
遼
東
都
司
の
都
指
揮
同
知
の
周
信
が
本
司
の
都
指
揮
使
に
陞
進
し

て
い
る
。
こ
れ
に
連
動
す
る
人
事
と
思
わ
れ
る
の
が
、
先
に
述
べ
た
②
の
同
月
乙
巳
、
す
な
わ
ち
十
一
日
の
、
薛
貴
の
中
軍
都
督
府
都

督
僉
事
へ
の
昇
任
で
あ
る
。

封
爵　

薛
貴
が
陞
進
し
た
と
こ
ろ
の
中
軍
都
督
府
と
は
中
府
と
略
称
さ
れ
、
直
隷
す
る
衛
所
と
中
都
留
守
司
所
属
・
河
南
都
司
所
属
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の
衛
所
群
を
統
轄
し
た
。
都
司
の
上
部
組
織
で
あ
る
。
そ
の
中
府
都
督
僉
事
に
陞
進
し
た
薛
貴
は
、
そ
れ
か
ら
十
二
年
後
の
永
楽
二
十

年
（
一
四
二
二
）
に
、
安
順
伯
に
勲
封
さ
れ
伯
爵
に
名
を
連
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、『
太
宗
実
録
』
永
楽
二
十
年
九
月
辛
未
の

条
に
、

【
史
料
21
】

左
軍
左
都
督
朱
栄
を
封
じ
て
奉
天
翊
衛
宣
力
武
臣
特
進
栄
禄
大
夫
柱
国
武
進
伯
と
為
す
。
食
禄
千
二
百
石
、
子
孫
世
世
承
襲
す
。

右
軍
都
督
僉
事
薛
貴
を
奉
天
翊
運
宣
力
武
臣
特
進
栄
禄
大
夫
柱
国
安
順
伯
と
為
す
。
食
禄
九
百
石
。
子
孫
、
指
揮
使
を
世
襲
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
永
楽
二
十
年
（
一
四
二
二
）
九
月
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
封
爵
時
期
、
特
進
栄
禄
大
夫
・
柱
国
と
い
う
勲
階
、

食
禄
九
百
石
、
い
ず
れ
も
【
史
料
16
】
の
記
述
と
合
致
す
る）

31
（

。
同
時
に
封
爵
さ
れ
た
朱
栄
の
場
合
は
、
そ
の
武
進
伯
が
子
孫
に
よ
っ
て

世
襲
で
き
る
世
爵
で
あ
っ
た
が
、
薛
貴
の
場
合
は
一
代
限
り
の
流
爵
で
あ
り
、
子
孫
は
代
々
衛
所
の
指
揮
使
を
襲
職
す
る
も
の
で
、
朱

栄
と
は
処
遇
面
で
大
差
が
あ
っ
た
。
流
爵
と
は
い
え
、
勲
爵
を
賜
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
薛
貴
の
軍
功
が
永
楽
帝
に
よ
っ
て
高
く

評
価
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
が
、
直
接
的
に
は
こ
の
年
に
決
行
さ
れ
た
永
楽
帝
の
北
征
に
扈
従
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。【
史

料
16
】
に
、「
永
楽
二
十
年
、
駕
に
随
い
、
迤
北
に
征
進
し
、
賊
衆
を
殺
敗
す
。
本
年
九
月
十
七
日
、
安
順
伯
に
陞
せ
ら
る
。
宝
鈔
段

匹
を
賞
賜
し
、
誥
券
を
給
授
せ
ら
れ
、
奉
天
翊
衛
宣
力
武
臣
特
進
栄
禄
大
夫
柱
国
安
順
伯
に
封
ぜ
ら
る
。
食
禄
九
百
、
子
孫
は
指
揮
使

を
世
襲
し
、
本
身
は
一
死
を
免
ぜ
ら
る
」
と
あ
り
、【
史
料
17
】
に
、「
二
十
年
、
迤マ

マ東
に
征
進
し
、
人
畜
を
殺
し
得
獲
す
。
安
順
伯
に

封
ぜ
ら
れ
、
授
く
る
に
流
官
を
以
て
し
、
指
揮
使
を
世
襲
せ
し
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
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永
楽
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
へ
の
親
征
は
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
第
一
次
を
皮
切
り
に
合
わ
せ
て
五
次
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ

れ
を
「
五
出
三
犂れ

い

」
と
い
い
、
五
度
親
征
し
三
度
北
虜
を
破
っ
た
壮
挙
と
さ
れ
る
が
、
三
犂
と
い
う
こ
と
は
二
度
の
親
征
で
は
勝
利
を

得
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。【
史
料
16
】
に
引
載
し
た
吏
部
編
輯
の
『
明
功
臣
襲
封
底
簿
』
や
【
史
料
17
】
に
引
い
た
『
金
吾
右

衛
選
簿
』
に
よ
る
と
、
薛
貴
が
随
行
し
た
の
は
第
一
次
親
征
以
後
、
第
四
次
親
征
ま
で
し
か
記
し
て
い
な
い
が
、
第
五
次
に
お
い
て
も

永
楽
帝
に
扈
従
し
て
い
る
こ
と
は
、『
太
宗
実
録
』
永
楽
二
十
二
年
三
月
戊
寅
の
条
に
、

【
史
料
22
】

大
閱
す
。
安
遠
侯
柳
升
に
命
じ
て
中
軍
を
領
し
、
遂
安
伯
陳
英
は
之
に
副
え
、
英
国
公
張
輔
は
左
掖
を
領
し
、
成
国
公
朱
勇
は
之

に
副
え
、
成
山
侯
王
通
は
右
掖
を
領
し
、
興
安
伯
徐
享
は
之
に
副
え
、
武
安
侯
鄭
亨
は
左
哨
を
領
し
、
保
定
侯
孟
瑛
は
之
に
副

え
、
陽
武
侯
薛
禄
は
右
哨
を
領
し
、
新
寧
伯
譚
忠
は
之
に
副
え
、
寧
陽
侯
陳
懋
・
忠
勇
王
金
忠
は
壮
士
を
率
い
て
前
鋒
と
為
し
、

安
順
伯
薛
貴
・
泰
順
伯
吳
克
忠
・
都
督
李
謙
等
は
各
々
兵
を
領
し
て
従
わ
し
む
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
第
五
次
の
親
征
軍
は
、
翌
四
月
四
日
に
北
京
を
出
発
す
る
が）

32
（

、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
永
楽
帝
は

編
制
さ
れ
た
親
征
軍
の
陣
容
を
閲
兵
し
た
。
こ
の
閲
兵
式
に
、
安
順
伯
薛
貴
も
部
隊
を
率
い
て
軍
陣
に
参
加
し
て
い
た
。
薛
貴
は
永
楽

帝
の
五
次
に
わ
た
る
モ
ン
ゴ
ル
へ
の
親
征
の
全
て
に
扈
従
し
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
そ
の
薛
貴
が
安
順
伯
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
永
楽
二
十
年
（
一
四
二
二
）
の
第
三
次
親
征
軍
の
凱
旋
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
三
次
親
征
軍
の
京
師
出
発
は
永
楽
二
十
年
（
一
四
二
二
）
三
月
二
十
一
日）

33
（

、
帰
還
し
た
の
は
同
年
九
月
七
日）

34
（

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
親
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征
軍
は
阿
魯
台
征
討
に
向
け
て
出
陣
し
た
が
、
阿
魯
台
が
決
戦
を
避
け
て
遁
走
し
た
た
め
、
両
軍
が
激
突
す
る
よ
う
な
戦
闘
も
な
い
ま

ま
、
六
ヶ
月
後
、
北
京
に
帰
還
し
た
。
こ
の
第
三
次
親
征
に
お
い
て
も
、
薛
貴
は
人
を
殺
し
家
畜
を
獲
得
す
る
な
ど
の
功
を
挙
げ
た
と

し
て
い
る
か
ら
、
両
軍
間
で
は
多
少
の
戦
闘
は
起
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五
次
に
わ
た
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
に
親
征
し
た
永
楽
帝
は
、
第
五
次
（
永
楽
二
十
二
年
・
一
四
二
四
）
親
征
の
帰
途
に
発
病
し
た
。
楡
木
川

（
現
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
多ド

ロ
ン倫

県
西
北
）
に
到
着
し
た
と
き
、
よ
り
一
層
病
勢
が
増
し
て
、
六
十
五
年
に
及
ぶ
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
を
終
え

た
。
永
楽
帝
に
代
わ
っ
て
即
位
し
た
の
が
長
子
仁
宗
洪
煕
帝
で
あ
る
。
こ
の
洪
煕
帝
に
よ
っ
て
、
薛
貴
の
安
順
伯
は
世
爵
を
賜
与
さ

れ
、
子
孫
の
襲
爵
が
許
さ
れ
た）

35
（

。
洪
煕
帝
は
不
幸
な
こ
と
に
短
命
で
、
洪
煕
時
代
は
一
年
で
終
わ
り
、
つ
ぎ
に
即
位
し
た
の
は
皇
太
子

で
あ
っ
た
宣
宗
宣
徳
帝
で
あ
っ
た
。

薛
貴
は
、
こ
の
宣
徳
帝
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
の
軍
功
が
嘉
賞
さ
れ
、『
宣
宗
実
録
』
宣
徳
元
年
七
月
庚
申
の
条
に
、

【
史
料
23
】

安
順
伯
薛
貴
を
進
封
し
、
奉
天
靖
難
推
誠
宣
力
武
臣
特
進
栄
禄
大
夫
柱
国
安
順
侯
と
為
す
。
子
孫
世
襲
す
。
食
禄
一
千
二
百
石
、

誥
券
を
賜
い
其
の
三
代
及
び
妻
を
追
封
す
。
貴
、
初
名
脱
火
赤
、
太
宗
皇
帝
の
靖
難
に
従
い
、
嘗
て
力
を
尽
く
し
て
、
太
宗
を
危

険
よ
り
出
さ
し
む
。
是
に
至
り
て
、
上
、
之
を
念
い
、
故
に
加
封
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
安
順
伯
か
ら
安
順
侯
へ
進
爵
さ
れ
た
。
安
順
侯
は
子
孫
も
世
襲
で
き
る
世
爵
で
、
食
禄
も
伯
爵
時
の
九
〇
〇
石
に
三

〇
〇
石
が
加
増
さ
れ
、
一
二
〇
〇
石
と
な
っ
た
。
薛
貴
の
数
々
の
軍
功
の
中
で
、
宣
徳
帝
が
と
り
わ
け
嘉
賞
し
、
そ
れ
が
侯
爵
へ
の
進
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爵
の
理
由
に
な
っ
た
の
が
、「
嘗
て
力
を
尽
く
し
て
、
太
宗
を
危
険
よ
り
出
さ
し
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
靖
難
の
役
に
お
け
る
最
中
の

出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
行
為
が
【
史
料
3
】
の
『
金
吾
右
衛
選
簿
』
の
記
述
、「
小
河
橋
に
て
敵
対
し
て
戦
い
、
馬
に
着
箭
す
る
や
、

下
馬
し
て
抜
箭
す
る
の
功
有
り
」
や
【
史
料
4
】
の
『
万
暦
野
獲
編
』
の
記
述
、「
三
に
棗
騮
と
曰
う
。
小
河
の
大
戦
に
て
胸
膛
に
一

箭
し
、
後
の
両
曲
池
に
一
箭
す
。
安
順
侯
脱
火
赤
、
箭
を
抜
く
。」
と
あ
る
の
と
照
応
し
、
燕
王
騎
乗
の
御
馬
棗
騮
に
突
き
刺
さ
っ
た

箭
を
薛
貴
が
素
早
く
抜
き
、
燕
王
が
棗
騮
ご
と
驚
倒
す
る
の
を
防
ぎ
、
危
難
を
救
っ
た
こ
と
を
指
す
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
宣
徳
帝
ま

で
も
が
、
薛
貴
の
こ
の
素
早
い
対
応
を
嘉
み
し
て
、
爵
・
禄
と
も
に
引
き
上
げ
安
順
侯
に
進
爵
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

小
河
の
会
戦
は
燕
王
・
建
文
の
両
軍
が
激
突
し
、
兵
馬
倥こ

う
そ
う傯
と
し
た
戦
場
で
、
燕
王
は
複
数
回
危
機
に
陥
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
建
文

政
権
軍
の
驍
将
平
安
が
勢
い
に
の
っ
て
燕
王
の
本
陣
を
目
指
し
て
突
入
し
て
き
て
、
そ
の
突
き
出
し
た
矛
先
が
も
う
少
し
で
燕
王
に
身

に
届
き
そ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
番
騎
の
王
騏
が
馬
を
躍
ら
せ
て
両
者
の
間
に
割
っ
て
入
り
、
間
一
髪
、
燕
王
を
腋
に
抱
え
て
逃
れ
去

っ
た
。
王
騏
の
勇
猛
果
敢
な
助
け
が
な
け
れ
ば
、
燕
王
の
命
運
も
尽
き
か
ね
な
い
ほ
ど
の
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
こ
と
は
先
に
ふ
れ

た
。
平
安
突
撃
の
前
か
後
の
こ
と
か
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
燕
王
が
騎
乗
し
た
御
馬
棗
騮
の
部
位
数
カ
所

に
箭
が
突
き
刺
さ
っ
た
と
き
に
は
、
人
馬
と
も
に
顚
倒
し
か
ね
ず
、
馬
か
ら
転
落
す
れ
ば
、
一
気
に
敵
陣
に
攻
め
込
ま
れ
て
燕
王
の
身

に
危
機
が
急
迫
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
危
機
か
ら
薛
貴
は
素
早
く
燕
王
を
救
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
史
料
の
記
述
で

は
、
あ
ま
り
そ
の
リ
ア
ル
な
臨
場
感
が
感
得
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
実
際
は
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
生
々
し
い
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
が
た
め
に
、
系
統
の
異
な
る
数
種
の
史
料
に
「
燕
王
を
危
機
よ
り
脱
せ
し
め
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
つ
薛
貴
は

永
楽
帝
の
孫
宣
徳
帝
か
ら
も
格
別
に
嘉
賞
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

靖
難
の
役
に
お
い
て
、
燕
王
軍
に
参
加
し
、
功
を
重
ね
て
、
永
楽
政
権
が
発
足
す
る
と
、
高
位
の
武
官
に
累
陞
し
た
人
々
は
枚
挙
に

い
と
ま
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
靖
難
の
役
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
会
戦
に
燕
王
軍
の
一
員
と
し
て
出
陣
し
た
も
の
の
、
さ
し
た
る
功
も

な
く
陣
亡
し
、
そ
の
軍
歴
を
何
ら
留
め
る
こ
と
な
く
歴
史
の
濬
潭
に
埋
没
し
た
人
々
も
ま
た
夥
し
く
い
た
。
脱
火
赤
（
薛
貴
）
は
前
者

に
入
る
人
で
あ
っ
た
。
燕
山
右
護
衛
の
舎
人
の
身
分
で
燕
王
軍
に
加
わ
り
、
幸
い
に
材
武
に
恵
ま
れ
て
軍
歴
を
重
ね
て
い
き
、
晩
年
に

は
侯
爵
に
列
せ
ら
れ
た
。
た
だ
、
薛
貴
が
安
順
侯
と
い
う
栄
爵
を
保
持
し
え
た
の
は
、
わ
ず
か
五
年
と
い
う
短
い
間
の
こ
と
で
あ
っ

た
。【
史
料
15
】・【
史
料
16
】
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宣
徳
五
年
（
一
四
三
〇
）
三
月
に
発
病
し
て
没
し
た
の
で
あ
る
。
死
後
、

浜
国
公
に
追
封
さ
れ
、
忠
壮
と
諡
さ
れ
た
。
宣
徳
帝
の
治
世
に
お
い
て
、
死
後
卹
爵
に
追
封
さ
れ
た
の
は
、
国
公
に
四
人
、
侯
爵
に
一

人
、
伯
爵
に
七
人
の
計
一
二
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
国
公
に
追
封
さ
れ
た
四
人
と
は
、
沂
国
公
袁
容
（
前
駙
馬
都
尉
広
平
侯
）、
梁
国
公
呉

成
（
前
清
平
侯
）、
漳
国
公
鄭
亨
、
そ
し
て
浜
国
公
薛
貴
で
あ
っ
た）

36
（

。
名
門
か
ら
優
れ
た
人
物
が
出
る
こ
と
を
「
将
門
に
将
有
り
」
と
い

う
が
、
薛
斌
は
永
順
伯
、
薛
貴
は
安
順
侯
と
二
人
の
勲
爵
者
を
出
し
た
モ
ン
ゴ
ル
出
身
の
薛
一
族
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
言
葉
の
ご
と
く

で
あ
っ
た
。

註
（
1
） 　

于
慎
行
の
礼
部
尚
書
へ
の
着
任
・
致
仕
、
東
閣
大
学
士
へ
の
入
閣
等
の
年
次
は
、
張
徳
信
著
『
明
代
職
官
年
表
』
第
一
冊
、「
内
閣
大
臣
年
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表
」（
黄
山
書
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
2
） 　

張
居
正
は
隆
慶
元
年
（
一
五
六
七
）
二
月
か
ら
万
暦
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
に
死
去
す
る
ま
で
の
十
六
年
の
長
き
に
亘
っ
て
内
閣
大
学
士

を
務
め
た
（
前
掲
『
明
代
職
官
年
表
』
第
一
冊
、「
内
閣
大
臣
年
表
」）。

（
3
） 　
『
明
朝
档
案
』
は
、
中
国
第
一
歴
史
档
案
館
・
遼
寧
省
档
案
館
編
、
広
西
師
範
大
学
出
版
社
出
版
と
し
て
、
二
〇
〇
一
年
に
印
行
さ
れ
た
史

料
集
で
、
中
国
第
一
档
案
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
明
朝
档
案
を
は
じ
め
、
大
陸
に
現
存
す
る
明
朝
档
案
を
大
量
に
影
印
し
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
本
史
料
集
を
使
用
し
た
靖
難
の
役
期
の
燕
王
軍
に
関
す
る
筆
者
の
直
近
の
研
究
成
果
は
、「
燕
王
挙
兵
後
の
志
願
兵
に
つ
い
て
」（『
明
大

ア
ジ
ア
史
論
集
│
寺
内
威
太
郎
先
生
退
休
記
念
号
│
』
第
二
三
号
、 

二
〇
一
九
年
）、 ｢

洪
武
三
十
五
年
の
燕
王
軍
渡
江
と
江
北
の
人
々
│
と
く

に
『
高
郵
衛
選
簿
』
に
み
え
る
事
例
を
中
心
に
│｣

（『
人
文
研
紀
要
』（
第
九
四
号
、
二
〇
一
九
年
）、「
燕
王
軍
と
河
南
彰
徳
│
と
く
に
彰
徳

攻
略
と
そ
の
戦
略
的
意
義
に
つ
い
て
│
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
史
学
第
六
五
号
、
二
〇
二
〇
年
）、「
燕
王
軍
の
招
募
と
華
北
の
人
々
│

靖
難
の
役
に
お
け
る
燕
王
軍
兵
力
の
供
給
源
に
関
し
て
│
」（
妹
尾
達
彦
編
著
『
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
都
市
と
社
会
』
中
央
大
学
出

版
部
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
4
） 　

四
駿
と
会
戦
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、【
史
料
2
】
で
は
、「
鄭
村
壩
＝
龍
駒　

白
溝
河
＝
黄
馬　

小
河
＝
棗
騮　

霊
璧
＝
赤
免
」
と
し
て
い

る
が
、
そ
れ
が
【
史
料
4
】
で
は
、「
鄭
邨
壩
＝
龍
駒　

白
溝
河
＝
赤
免　

小
河
＝
棗
騮　

霊
璧
＝
黄
馬
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
白
溝
河
会

戦
の
と
き
の
燕
王
騎
乗
の
御
馬
と
霊
璧
の
会
戦
の
と
き
の
御
馬
と
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
正
鵠
を
射
て
い
る
の
か
、
今
の
と
こ
ろ

明
確
に
し
え
な
い
。

（
5
） 　

拙
著
『
明
代
建
文
朝
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
）
三
一
七
頁
。

（
6
） 　
『
明
史
』
巻
五
、
成
祖
本
紀
一
「
夏
四
月
丙
寅
、
王
営
小
河
、
為
橋
以
済
、
平
安
趨
争
橋
、
陳
文
戦
死
。
平
安
軍
橋
南
、
王
軍
橋
北
、
相
持

数
日
。
平
安
転
戦
、
遇
王
於
北
坂
、
王
幾
為
安
槊
所
及
。
番
騎
王
騏
躍
入
陣
、
掖
王
逸
去
」。

（
7
） 　

拙
著
『
明
代
建
文
朝
史
の
研
究
』（
前
掲
）、『
永
楽
政
権
成
立
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
年
）。

（
8
） 　

牛
平
漢
編
著
『
明
代
政
区
沿
革
綜
表
』（
中
国
地
図
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
三
七
頁
。

（
9
） 　
『
明
実
録
』
に
お
い
て
靖
難
の
役
直
前
の
何
福
に
関
す
る
記
事
は
、『
太
祖
実
録
』
洪
武
三
十
一
年
五
月
丁
未
朔
の
条
に
み
え
、
左
軍
都
督
府

の
都
督
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
何
福
の
列
伝
は
『
明
史
』
巻
一
四
四
に
み
ゆ
。

（
10
） 　

拙
稿
「
洪
武
三
十
五
年
の
燕
王
軍
渡
江
と
江
北
の
人
々
│
と
く
に
『
高
郵
衛
選
簿
』
に
み
え
る
事
例
を
中
心
に
│
」（
前
掲
）
九
二
頁
。
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小河の会戦と安順侯脱火赤

（
11
） 　

拙
稿
「
中
山
王
徐
達
一
族
と
靖
難
の
役
」（『
档
案
の
世
界
』
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
、
の
ち
「
開
国
功
臣
家
と
靖
難
の

役
」
と
改
題
し
て
、
前
掲
『
永
楽
政
権
成
立
史
の
研
究
』
に
収
録
）。

（
12
） 　

拙
稿
「
燕
王
軍
と
河
南
彰
徳
│
と
く
に
彰
徳
攻
略
と
そ
の
戦
略
的
意
義
に
つ
い
て
│
」（
前
掲
）。

（
13
） 　

当
時
の
陳
文
の
職
官
名
に
つ
い
て
は
、『
靖
難
奉
天
記
』
三
、
洪
武
三
十
四
年
十
月
壬
辰
の
条
「
陞
都
指
揮
丘
福
・
張
信
・
劉
才
・
鄭
亨
・

李
遠
・
張
武
・
火
真
・
陳
圭
為
中
軍
都
督
府
都
督
僉
事
。
李
彬
・
王
忠
・
陳
賢
為
右
軍
都
督
府
都
督
僉
事
。
徐
忠
・
陳
文
為
前
軍
都
督
府
都
督

僉
事
。
房
寛
為
後
軍
都
督
府
都
督
僉
事
。」
と
あ
る
の
に
依
拠
。

（
14
） 　
『
太
宗
実
録
』
の
纂
修
過
程
に
つ
い
て
は
、
間
野
潜
龍
「
明
実
録
の
研
究
」（『
明
代
文
化
史
研
究
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
七
九
年
）
参
照
。

（
15
） 　
『
国
朝
典
故
』（
上
）
二
一
八
頁
。

（
16
） 　

小
河
の
会
戦
に
つ
い
て
、『
明
史
』
巻
四
、
恭
閔
帝
本
紀
、
建
文
四
年
の
条
で
は
、「
夏
四
月
丁
卯
、
何
福
・
平
安
、
燕
兵
を
小
河
に
敗
る
」

と
ご
く
簡
単
に
建
文
政
権
軍
側
の
勝
利
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
燕
王
軍
側
の
関
わ
る
記
述
の
一
例
と
し
て
、『
太
宗
実
録
』
永
楽
三

年
十
一
月
戊
戌
の
条
を
挙
げ
る
襄
城
伯
李
濬
の
薨
卒
伝
に
は
、「
小
河
に
猝
に
敵
に
遇
い
、
敢
死
の
士
を
率
い
て
、
先
に
河
橋
に
拠
り
、
其
の

路
を
断
つ
。
敵
敢
え
て
迫
ら
ず
、
大
軍
（
燕
王
軍
）
継
い
で
至
り
、
遂
に
大
い
に
之
を
敗
る
」
と
記
さ
れ
い
る
。
襄
城
伯
李
濬
に
関
わ
る
こ
の

記
述
は
、
李
濬
の
功
績
を
顕
彰
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
若
干
そ
れ
を
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
小
河
の
会
戦
に
関
し
て
そ
の
戦

敗
が
単
一
で
な
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
が
戦
局
の
一
局
面
だ
け
の
勝
敗
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
17
） 　
『
逆
臣
録
』
は
、
洪
武
二
十
六
年
（
一
三
九
三
）
に
起
き
た
藍
玉
の
獄
に
連
座
し
た
藍
玉
党
の
処
刑
が
進
行
す
る
過
程
に
お
い
て
、
取
り
調

べ
の
記
録
書
、
す
な
わ
ち
爰
書
を
も
と
に
編
纂
さ
れ
、
同
年
五
月
朔
日
（
一
日
）
付
の
洪
武
帝
の
序
を
付
し
て
頒
布
さ
れ
た
。
拙
著
『
明
代
中

国
の
疑
獄
事
件　

藍
玉
の
獄
と
連
座
の
人
々
』（
風
響
社
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
18
） 　

山
後
人
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
土
木
の
変
に
お
け
る
在
華
モ
ン
ゴ
ル
人
の
衛
所
官
軍
に
つ
い
て
」（『
人
文
研
紀
要
』（
第
九
一
号
、
二
〇
一

八
年
）
参
照
。

（
19
） 　
『
憲
宗
実
録
』
成
化
十
二
年
正
月
壬
子
の
条
。
な
お
、
薛
台
が
授
官
し
た
職
を
燕
山
右
衛
指
揮
僉
事
、
あ
る
い
は
燕
山
護
衛
指
揮
に
作
っ
て

い
る
も
の
も
あ
る
が
、
燕
山
護
衛
は
「
右
」
字
、
燕
右
衛
は
「
護
」
字
が
欠
落
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

（
20
） 　

舎
人
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
代
衛
所
の
舎
人
に
つ
い
て
│
「
衛
選
簿
」
の
分
析
を
通
し
て
│
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
史
学
科
第
三

一
号
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。
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（
21
） 　

前
掲
【
史
料
19
】
に
「
斌
卒
す
る
や
、
子
の
寿
童
、
方
に
五
歳
な
り
。
従
父
貴
、
引
き
て
仁
宗
に
見
え
し
む
。
立
ど
こ
ろ
に
伯
を
嗣
ぐ
を
命

じ
、
名
を
綬
と
賜
う
。」
と
み
え
る
よ
う
に
、
薛
斌
が
死
去
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
子
寿
童
（
の
ち
薛
綬
）
は
わ
ず
か
五
歳
と
い
う
幼
児
で
あ

っ
た
。
薛
斌
の
薨
卒
伝
は
、【
史
料
20
】
に
引
載
し
た
よ
う
に
『
太
宗
実
録
』
永
楽
十
九
年
（
一
四
二
一
）
十
月
丁
未
（
十
八
日
）
の
条
に
掲

出
さ
れ
て
い
る
。「
方
に
五
歳
」
と
し
て
い
る
の
は
、
薛
斌
の
死
去
の
と
き
か
、
そ
れ
と
も
叔
父
薛
貴
の
案
内
で
仁
宗
洪
煕
帝
に
謁
見
し
、
永

順
伯
の
襲
爵
を
許
さ
れ
た
と
き
を
指
す
の
か
曖
昧
で
あ
る
。
後
者
は
永
楽
二
十
二
年
（
一
四
二
四
）
八
月
二
十
九
日
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、

（『
仁
宗
実
録
』
永
楽
二
十
二
年
八
月
辛
未
の
条
）、
薛
綬
の
生
年
は
、
永
楽
十
五
年
（
一
四
一
七
）
か
十
八
年
（
一
四
二
〇
）
に
ほ
か
な
ら
ず
、

洪
武
二
十
四
年
（
一
三
九
一
）、
同
三
十
二
年
（
一
三
九
九
）
の
時
点
で
は
、
未
だ
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

（
22
） 　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
十
四
年
正
月
戊
申
の
条
。

（
23
） 　

和
田
清
「
兀
良
哈
三
衛
の
本
拠
地
に
つ
い
て
」『
東
亜
史
研
究
（
蒙
古
篇
）』（
東
洋
文
庫
、
一
九
五
九
年
）
一
二
六
頁
。

（
24
） 　

靖
難
の
役
期
に
お
け
る
遼
東
の
軍
勢
の
動
向
に
つ
い
て
は
、『
明
朝
档
案
』
所
収
の
衛
選
簿
に
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
、『
延
慶
衛
選
簿
』

（『
明
朝
档
案
』
第
六
七
冊
）
李
雲
の
条
に
、「（
李
）
春
、
…
、
参
拾
参
年
、
遼
東
の
軍
馬
を
殺
敗
し
、
百
戸
買
旺
を
擒
す
。
参
拾
肆
年
、
本
所

の
正
千
戸
に
陞
せ
ら
る
。
伍
月
、
遼
東
の
軍
馬
、
城
を
犯
す
や
、
敵
よ
り
守
り
、
本
衛
指
揮
僉
事
に
陞
せ
ら
る
」
と
み
え
る
。
李
春
は
、
北
平

か
ら
五
五
〇
里
（
約
三
〇
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
離
れ
た
永
平
衛
中
前
所
百
戸
の
と
き
の
洪
武
三
十
三
年
（
一
四
〇
〇
）
に
、
押
し
寄
せ
て
き
た

遼
東
の
軍
馬
と
戦
い
、
百
戸
買
旺
な
る
も
の
を
擒
獲
し
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
永
平
城
に
攻
め
込
ん
で
き
た
遼
東
の
軍
馬
か
ら
城
を
守
る
功
が

あ
り
、
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
て
い
る
。
こ
の
李
春
の
事
例
を
み
れ
ば
、
当
人
は
燕
王
軍
側
の
、
擒
獲
さ
れ
た
買
旺
は
、
遼
東
列
置
の
い
ず
れ
か

の
衛
所
の
百
戸
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
遼
東
の
軍
勢
が
建
文
政
権
側
に
つ
い
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
か
か
る
事
例
は
、
こ
の
ほ

か
、
①
『
永
平
衛
選
簿
』
張
寅
の
条
、『
盧
龍
衛
選
簿
』
董
徹
寿
の
条
、
及
び
高
爵
の
条
、
②
『
鷹
揚
衛
選
簿
』
沈
椿
の
条
、
及
び
鄭
質
の
条

に
も
み
え
、
い
ず
れ
の
事
例
も
遼
東
軍
は
燕
王
軍
に
敵
対
し
て
い
る
。
な
お
①
の
事
例
は
『
明
朝
档
案
』
第
六
七
冊
、
②
の
事
例
は
第
七
四
冊

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
25
） 　

荷
見
守
義
『
明
代
遼
東
と
朝
鮮
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
七
頁
。

（
26
） 　
【
史
料
16
】・【
史
料
17
】
と
も
親
征
軍
と
タ
タ
ー
ル
勢
と
の
会
戦
地
の
一
つ
と
し
て
威
胡
山
と
い
う
地
名
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
太

宗
実
録
』
永
楽
八
年
五
月
己
卯
の
条
に
、「
車
駕
、
幹
難
河
に
至
り
虜
を
追
及
す
。
虜
拒
戰
す
。
上
、
山
に
登
り
て
布
陣
し
、
先
鋒
を
麾
し
て

逆
擊
し
、
一
呼
し
て
之
を
敗
る
。
首
虜
本
雅
失
里
、
蒼
皇
窮
迫
し
、
七
騎
を
以
て
河
を
度
り
遁
げ
去
る
。
男
女
輜
重
孳
畜
を
俘
獲
す
。
仍
お
遊
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擊
将
軍
劉
江
・
驃
騎
将
軍
梁
福
等
に
命
じ
て
之
を
追
わ
し
む
。
主マ

マ

は
滅
胡
山
に
駐マ

マ驆
す
。」
と
あ
り
、
薛
貴
の
伝
記
史
料
類
と
は
相
違
し
て
い

る
。
当
該
地
名
は
従
来
か
ら
有
っ
た
名
称
で
は
な
く
、
殺
胡
城
や
静
虜
鎮
等
と
同
じ
く
親
征
軍
が
勝
利
し
た
会
戦
地
を
記
念
し
て
そ
の
名
に
変

更
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
故
、
滅
胡
山
で
な
け
れ
ば
意
味
を
さ
な
い
。【
史
料
16
】・【
史
料
17
】
に
お
い
て
威
胡
山
に
作
っ
て
い
る
の
は
、

単
な
る
魯
魚
の
謬
で
あ
ろ
う
。

（
27
） 　
「
永
楽
八
年
の
役
」
に
つ
い
て
は
、
和
田
清
「
明
初
の
蒙
古
経
略
」『
東
亜
史
研
究
（
蒙
古
篇
）』（
前
掲
）
五
二
│
六
一
頁
参
照
。

（
28
） 　

拙
稿
「
永
楽
八
年
の
役
と
燕
王
軍
」（
未
発
表
）。

（
29
） 　
『
太
宗
実
録
』
永
楽
八
年
二
月
丁
未
の
条
。

（
30
） 　

同
右
書
、
永
楽
八
年
七
月
壬
午
の
条
。

（
31
） 　
【
史
料
21
】
に
よ
る
と
、
安
順
伯
に
封
爵
さ
れ
た
と
き
の
薛
貴
の
武
官
職
は
、
右
軍
都
督
僉
事
と
し
て
い
る
の
で
、
所
属
が
中
軍
都
督
府
か

ら
右
軍
都
督
府
に
所
属
が
替
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
安
順
伯
に
封
爵
さ
れ
た
時
点
で
も
、
薛
貴
は
そ
の
右
府
の
都
督
僉
事
で
あ
っ
た
と

い
う
。
と
す
れ
ば
、
薛
貴
が
遼
東
都
司
の
都
指
揮
使
か
ら
中
府
に
陞
転
し
た
と
き
の
武
官
職
は
都
督
僉
事

0

0

0

0

で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
前
掲
①
の

永
楽
六
年
（
一
四
〇
八
）
四
月
に
都
督
僉
事
に
陞
転
、
③
の
同
年
十
月
に
都
督
同
知
に
陞
進
し
た
と
す
る
記
述
は
錯
誤
で
あ
ろ
う
。
都
指
揮
使

か
ら
都
督
僉
事
へ
の
陞
転
は
、「
永
楽
八
年
の
役
」
後
の
軍
功
に
よ
る
も
の
と
い
う
の
が
正
鵠
を
射
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
32
） 　
『
太
宗
実
録
』
永
楽
二
十
二
年
四
月
己
酉
の
条
。

（
33
） 　

同
右
書
、
永
楽
二
十
年
三
月
戊
寅
の
条
。

（
34
） 　

同
右
書
、
同
年
九
月
辛
酉
の
条
。

（
35
） 　
『
仁
宗
実
録
』
洪
煕
元
年
正
月
己
丑
の
条
。

（
36
） 　

談
遷
撰
『
国
榷
』
巻
首
之
二
、
卹
爵
。


